
円以上 円未満
1 88,000 〜 93,000 13,992.00 6,996.00
2 98,000 93,000 〜 101,000 15,582.00 7,791.00
3 104,000 101,000 〜 107,000 16,536.00 8,268.00
4 110,000 107,000 〜 114,000 17,490.00 8,745.00
5 118,000 114,000 〜 122,000 18,762.00 9,381.00
6 126,000 122,000 〜 130,000 20,034.00 10,017.00
7 134,000 130,000 〜 138,000 21,306.00 10,653.00
8 142,000 138,000 〜 146,000 22,578.00 11,289.00
9 150,000 146,000 〜 155,000 23,850.00 11,925.00
10 160,000 155,000 〜 165,000 25,440.00 12,720.00
11 170,000 165,000 〜 175,000 27,030.00 13,515.00
12 180,000 175,000 〜 185,000 28,620.00 14,310.00
13 190,000 185,000 〜 195,000 30,210.00 15,105.00
14 200,000 195,000 〜 210,000 31,800.00 15,900.00
15 220,000 210,000 〜 230,000 34,980.00 17,490.00
16 240,000 230,000 〜 250,000 38,160.00 19,080.00
17 260,000 250,000 〜 270,000 41,340.00 20,670.00
18 280,000 270,000 〜 290,000 44,520.00 22,260.00
19 300,000 290,000 〜 310,000 47,700.00 23,850.00
20 320,000 310,000 〜 330,000 50,880.00 25,440.00
21 340,000 330,000 〜 350,000 54,060.00 27,030.00
22 360,000 350,000 〜 370,000 57,240.00 28,620.00
23 380,000 370,000 〜 395,000 60,420.00 30,210.00
24 410,000 395,000 〜 425,000 65,190.00 32,595.00
25 440,000 425,000 〜 455,000 69,960.00 34,980.00
26 470,000 455,000 〜 485,000 74,730.00 37,365.00
27 500,000 485,000 〜 515,000 79,500.00 39,750.00
28 530,000 515,000 〜 545,000 84,270.00 42,135.00
29 560,000 545,000 〜 575,000 89,040.00 44,520.00
30 590,000 575,000 〜 605,000 93,810.00 46,905.00
31 620,000 605,000 〜 98,580.00 49,290.00

 ある場合は、その端数を切り捨てた額になります。

 ※事業主と被保険者との間で特約がある場合は、その特約に基づき端数処理をすることができます。

〇被保険者が負担する保険料（以下「被保険者負担分」）に円未満の端数がある場合について
 ①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合
  被保険者負担分の端数が、５０銭以下のときはその端数は切り捨てし、５０銭を超える場合は切り上げして１円となります。
 ②被保険者が、被保険者負担分を事業主の⽅に現⾦で⽀払う場合

  納⼊告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した額になります。ただし、その合算した額に、円未満の端数が
○納⼊告知書の保険料額について

  被保険者負担分の端数が、５０銭未満のときはその端数は切り捨てし、５０銭以上のときは切り上げして１円となります。

  標準賞与額は、各被保険者の賞与額から１，０００円未満の端数を切り捨てた額となっています。

  この⼦ども・⼦育て拠出⾦の額は、被保険者個々の厚⽣年⾦保険の標準報酬⽉額及び標準賞与額に、拠出⾦率（１０００分の２．３）

  賞与に係る保険料は、標準賞与額に保険料率を乗じた額となります。（保険料率は、標準報酬⽉額にかかる保険料と同じです。）

※平成29年4⽉から、⼦ども・⼦育て拠出⾦率が1,000分の2.3（0.23%）に改定されました。

  また、標準賞与額には上限が定められており、厚⽣年⾦保険と⼦ども・⼦育て拠出⾦は１ヶ⽉あたり１５０万円が上限となります。

(単位:円）

  厚⽣年⾦基⾦に加⼊している⽅の厚⽣年⾦保険料率は、⼀般・坑内員の被保険者の⽅の本来の保険料率である「１8.300％」から

等級

 とになります。

○⼦ども・⼦育て拠出⾦について

  賞与に係る保険料額を算出する場合は、上記の「保険料額表」は使⽤できません。

※厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⽅の厚⽣年⾦保険料率について

〇賞与に係る保険料について

全額 折半額

 免除保険料率（２.４％〜５.０％）を控除した率となり、加⼊する基⾦ごとに異なります。免除保険料率については、加⼊する
 厚⽣年⾦基⾦にお問い合わせください。

  厚⽣年⾦保険の被保険者を使⽤する事業主の⽅は、児童⼿当の⽀給に要する費⽤等として⼦ども・⼦育て拠出⾦を全額負担いただくこ

 を乗じて得た額の総額となります。

※平成２９年９⽉分（１０⽉納付分）から、⼀般の被保険者と坑内員の被保険者の⽅の厚⽣年⾦保険料率が同率となりました。

○平成29年9⽉分（１0⽉納付分）からの厚⽣年⾦保険料額表
厚⽣年⾦保険料率：平成29年9⽉分 〜 適⽤

【厚⽣年⾦保険】厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⼀般・坑内員の被保険者の⽅

免除保険料率

2.4％
標準報酬

報酬月額

月額

15.900％

厚⽣年⾦保険料率



円以上 円未満
1 88,000 〜 93,000 13,904.00 6,952.00
2 98,000 93,000 〜 101,000 15,484.00 7,742.00
3 104,000 101,000 〜 107,000 16,432.00 8,216.00
4 110,000 107,000 〜 114,000 17,380.00 8,690.00
5 118,000 114,000 〜 122,000 18,644.00 9,322.00
6 126,000 122,000 〜 130,000 19,908.00 9,954.00
7 134,000 130,000 〜 138,000 21,172.00 10,586.00
8 142,000 138,000 〜 146,000 22,436.00 11,218.00
9 150,000 146,000 〜 155,000 23,700.00 11,850.00
10 160,000 155,000 〜 165,000 25,280.00 12,640.00
11 170,000 165,000 〜 175,000 26,860.00 13,430.00
12 180,000 175,000 〜 185,000 28,440.00 14,220.00
13 190,000 185,000 〜 195,000 30,020.00 15,010.00
14 200,000 195,000 〜 210,000 31,600.00 15,800.00
15 220,000 210,000 〜 230,000 34,760.00 17,380.00
16 240,000 230,000 〜 250,000 37,920.00 18,960.00
17 260,000 250,000 〜 270,000 41,080.00 20,540.00
18 280,000 270,000 〜 290,000 44,240.00 22,120.00
19 300,000 290,000 〜 310,000 47,400.00 23,700.00
20 320,000 310,000 〜 330,000 50,560.00 25,280.00
21 340,000 330,000 〜 350,000 53,720.00 26,860.00
22 360,000 350,000 〜 370,000 56,880.00 28,440.00
23 380,000 370,000 〜 395,000 60,040.00 30,020.00
24 410,000 395,000 〜 425,000 64,780.00 32,390.00
25 440,000 425,000 〜 455,000 69,520.00 34,760.00
26 470,000 455,000 〜 485,000 74,260.00 37,130.00
27 500,000 485,000 〜 515,000 79,000.00 39,500.00
28 530,000 515,000 〜 545,000 83,740.00 41,870.00
29 560,000 545,000 〜 575,000 88,480.00 44,240.00
30 590,000 575,000 〜 605,000 93,220.00 46,610.00
31 620,000 605,000 〜 97,960.00 48,980.00

○平成29年9⽉分（１0⽉納付分）からの厚⽣年⾦保険料額表
厚⽣年⾦保険料率：平成29年9⽉分 〜 適⽤

【厚⽣年⾦保険】厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⼀般・坑内員の被保険者の⽅

標準報酬
報酬月額

免除保険料率

2.5％

厚⽣年⾦保険料率

15.800％

等級 月額 全額 折半額

(単位:円）

  厚⽣年⾦基⾦に加⼊している⽅の厚⽣年⾦保険料率は、⼀般・坑内員の被保険者の⽅の本来の保険料率である「１8.300％」から

※平成２９年９⽉分（１０⽉納付分）から、⼀般の被保険者と坑内員の被保険者の⽅の厚⽣年⾦保険料率が同率となりました。

 を乗じて得た額の総額となります。

 免除保険料率（２.４％〜５.０％）を控除した率となり、加⼊する基⾦ごとに異なります。免除保険料率については、加⼊する
 厚⽣年⾦基⾦にお問い合わせください。

  賞与に係る保険料は、標準賞与額に保険料率を乗じた額となります。（保険料率は、標準報酬⽉額にかかる保険料と同じです。）
  標準賞与額は、各被保険者の賞与額から１，０００円未満の端数を切り捨てた額となっています。
  また、標準賞与額には上限が定められており、厚⽣年⾦保険と⼦ども・⼦育て拠出⾦は１ヶ⽉あたり１５０万円が上限となります。

○⼦ども・⼦育て拠出⾦について
  厚⽣年⾦保険の被保険者を使⽤する事業主の⽅は、児童⼿当の⽀給に要する費⽤等として⼦ども・⼦育て拠出⾦を全額負担いただくこ
 とになります。

※平成29年4⽉から、⼦ども・⼦育て拠出⾦率が1,000分の2.3（0.23%）に改定されました。
〇賞与に係る保険料について
  賞与に係る保険料額を算出する場合は、上記の「保険料額表」は使⽤できません。

  被保険者負担分の端数が、５０銭未満のときはその端数は切り捨てし、５０銭以上のときは切り上げして１円となります。
 ※事業主と被保険者との間で特約がある場合は、その特約に基づき端数処理をすることができます。

○納⼊告知書の保険料額について
  納⼊告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した額になります。ただし、その合算した額に、円未満の端数が
 ある場合は、その端数を切り捨てた額になります。

※厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⽅の厚⽣年⾦保険料率について

 ②被保険者が、被保険者負担分を事業主の⽅に現⾦で⽀払う場合

  この⼦ども・⼦育て拠出⾦の額は、被保険者個々の厚⽣年⾦保険の標準報酬⽉額及び標準賞与額に、拠出⾦率（１０００分の２．３）

〇被保険者が負担する保険料（以下「被保険者負担分」）に円未満の端数がある場合について
 ①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合
  被保険者負担分の端数が、５０銭以下のときはその端数は切り捨てし、５０銭を超える場合は切り上げして１円となります。



円以上 円未満
1 88,000 〜 93,000 13,816.00 6,908.00
2 98,000 93,000 〜 101,000 15,386.00 7,693.00
3 104,000 101,000 〜 107,000 16,328.00 8,164.00
4 110,000 107,000 〜 114,000 17,270.00 8,635.00
5 118,000 114,000 〜 122,000 18,526.00 9,263.00
6 126,000 122,000 〜 130,000 19,782.00 9,891.00
7 134,000 130,000 〜 138,000 21,038.00 10,519.00
8 142,000 138,000 〜 146,000 22,294.00 11,147.00
9 150,000 146,000 〜 155,000 23,550.00 11,775.00
10 160,000 155,000 〜 165,000 25,120.00 12,560.00
11 170,000 165,000 〜 175,000 26,690.00 13,345.00
12 180,000 175,000 〜 185,000 28,260.00 14,130.00
13 190,000 185,000 〜 195,000 29,830.00 14,915.00
14 200,000 195,000 〜 210,000 31,400.00 15,700.00
15 220,000 210,000 〜 230,000 34,540.00 17,270.00
16 240,000 230,000 〜 250,000 37,680.00 18,840.00
17 260,000 250,000 〜 270,000 40,820.00 20,410.00
18 280,000 270,000 〜 290,000 43,960.00 21,980.00
19 300,000 290,000 〜 310,000 47,100.00 23,550.00
20 320,000 310,000 〜 330,000 50,240.00 25,120.00
21 340,000 330,000 〜 350,000 53,380.00 26,690.00
22 360,000 350,000 〜 370,000 56,520.00 28,260.00
23 380,000 370,000 〜 395,000 59,660.00 29,830.00
24 410,000 395,000 〜 425,000 64,370.00 32,185.00
25 440,000 425,000 〜 455,000 69,080.00 34,540.00
26 470,000 455,000 〜 485,000 73,790.00 36,895.00
27 500,000 485,000 〜 515,000 78,500.00 39,250.00
28 530,000 515,000 〜 545,000 83,210.00 41,605.00
29 560,000 545,000 〜 575,000 87,920.00 43,960.00
30 590,000 575,000 〜 605,000 92,630.00 46,315.00
31 620,000 605,000 〜 97,340.00 48,670.00

○平成29年9⽉分（１0⽉納付分）からの厚⽣年⾦保険料額表
厚⽣年⾦保険料率：平成29年9⽉分 〜 適⽤

【厚⽣年⾦保険】厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⼀般・坑内員の被保険者の⽅

標準報酬
報酬月額

免除保険料率

2.6％

厚⽣年⾦保険料率

15.700％

等級 月額 全額 折半額

(単位:円）

  厚⽣年⾦基⾦に加⼊している⽅の厚⽣年⾦保険料率は、⼀般・坑内員の被保険者の⽅の本来の保険料率である「１8.300％」から
※厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⽅の厚⽣年⾦保険料率について

 を乗じて得た額の総額となります。

 免除保険料率（２.４％〜５.０％）を控除した率となり、加⼊する基⾦ごとに異なります。免除保険料率については、加⼊する
 厚⽣年⾦基⾦にお問い合わせください。

  賞与に係る保険料は、標準賞与額に保険料率を乗じた額となります。（保険料率は、標準報酬⽉額にかかる保険料と同じです。）
  標準賞与額は、各被保険者の賞与額から１，０００円未満の端数を切り捨てた額となっています。
  また、標準賞与額には上限が定められており、厚⽣年⾦保険と⼦ども・⼦育て拠出⾦は１ヶ⽉あたり１５０万円が上限となります。

○⼦ども・⼦育て拠出⾦について
  厚⽣年⾦保険の被保険者を使⽤する事業主の⽅は、児童⼿当の⽀給に要する費⽤等として⼦ども・⼦育て拠出⾦を全額負担いただくこ
 とになります。

※平成29年4⽉から、⼦ども・⼦育て拠出⾦率が1,000分の2.3（0.23%）に改定されました。
〇賞与に係る保険料について
  賞与に係る保険料額を算出する場合は、上記の「保険料額表」は使⽤できません。

※平成２９年９⽉分（１０⽉納付分）から、⼀般の被保険者と坑内員の被保険者の⽅の厚⽣年⾦保険料率が同率となりました。

 ②被保険者が、被保険者負担分を事業主の⽅に現⾦で⽀払う場合

 ある場合は、その端数を切り捨てた額になります。

  この⼦ども・⼦育て拠出⾦の額は、被保険者個々の厚⽣年⾦保険の標準報酬⽉額及び標準賞与額に、拠出⾦率（１０００分の２．３）

〇被保険者が負担する保険料（以下「被保険者負担分」）に円未満の端数がある場合について
 ①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合
  被保険者負担分の端数が、５０銭以下のときはその端数は切り捨てし、５０銭を超える場合は切り上げして１円となります。

  被保険者負担分の端数が、５０銭未満のときはその端数は切り捨てし、５０銭以上のときは切り上げして１円となります。
 ※事業主と被保険者との間で特約がある場合は、その特約に基づき端数処理をすることができます。

○納⼊告知書の保険料額について
  納⼊告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した額になります。ただし、その合算した額に、円未満の端数が



円以上 円未満
1 88,000 〜 93,000 13,728.00 6,864.00
2 98,000 93,000 〜 101,000 15,288.00 7,644.00
3 104,000 101,000 〜 107,000 16,224.00 8,112.00
4 110,000 107,000 〜 114,000 17,160.00 8,580.00
5 118,000 114,000 〜 122,000 18,408.00 9,204.00
6 126,000 122,000 〜 130,000 19,656.00 9,828.00
7 134,000 130,000 〜 138,000 20,904.00 10,452.00
8 142,000 138,000 〜 146,000 22,152.00 11,076.00
9 150,000 146,000 〜 155,000 23,400.00 11,700.00
10 160,000 155,000 〜 165,000 24,960.00 12,480.00
11 170,000 165,000 〜 175,000 26,520.00 13,260.00
12 180,000 175,000 〜 185,000 28,080.00 14,040.00
13 190,000 185,000 〜 195,000 29,640.00 14,820.00
14 200,000 195,000 〜 210,000 31,200.00 15,600.00
15 220,000 210,000 〜 230,000 34,320.00 17,160.00
16 240,000 230,000 〜 250,000 37,440.00 18,720.00
17 260,000 250,000 〜 270,000 40,560.00 20,280.00
18 280,000 270,000 〜 290,000 43,680.00 21,840.00
19 300,000 290,000 〜 310,000 46,800.00 23,400.00
20 320,000 310,000 〜 330,000 49,920.00 24,960.00
21 340,000 330,000 〜 350,000 53,040.00 26,520.00
22 360,000 350,000 〜 370,000 56,160.00 28,080.00
23 380,000 370,000 〜 395,000 59,280.00 29,640.00
24 410,000 395,000 〜 425,000 63,960.00 31,980.00
25 440,000 425,000 〜 455,000 68,640.00 34,320.00
26 470,000 455,000 〜 485,000 73,320.00 36,660.00
27 500,000 485,000 〜 515,000 78,000.00 39,000.00
28 530,000 515,000 〜 545,000 82,680.00 41,340.00
29 560,000 545,000 〜 575,000 87,360.00 43,680.00
30 590,000 575,000 〜 605,000 92,040.00 46,020.00
31 620,000 605,000 〜 96,720.00 48,360.00

○平成29年9⽉分（１0⽉納付分）からの厚⽣年⾦保険料額表
厚⽣年⾦保険料率：平成29年9⽉分 〜 適⽤

【厚⽣年⾦保険】厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⼀般・坑内員の被保険者の⽅

標準報酬
報酬月額

免除保険料率

2.7％

厚⽣年⾦保険料率

15.600％

等級 月額 全額 折半額

(単位:円）

  厚⽣年⾦基⾦に加⼊している⽅の厚⽣年⾦保険料率は、⼀般・坑内員の被保険者の⽅の本来の保険料率である「１8.300％」から
※厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⽅の厚⽣年⾦保険料率について

 を乗じて得た額の総額となります。

 免除保険料率（２.４％〜５.０％）を控除した率となり、加⼊する基⾦ごとに異なります。免除保険料率については、加⼊する
 厚⽣年⾦基⾦にお問い合わせください。

  賞与に係る保険料は、標準賞与額に保険料率を乗じた額となります。（保険料率は、標準報酬⽉額にかかる保険料と同じです。）
  標準賞与額は、各被保険者の賞与額から１，０００円未満の端数を切り捨てた額となっています。
  また、標準賞与額には上限が定められており、厚⽣年⾦保険と⼦ども・⼦育て拠出⾦は１ヶ⽉あたり１５０万円が上限となります。

○⼦ども・⼦育て拠出⾦について
  厚⽣年⾦保険の被保険者を使⽤する事業主の⽅は、児童⼿当の⽀給に要する費⽤等として⼦ども・⼦育て拠出⾦を全額負担いただくこ
 とになります。

※平成29年4⽉から、⼦ども・⼦育て拠出⾦率が1,000分の2.3（0.23%）に改定されました。
〇賞与に係る保険料について
  賞与に係る保険料額を算出する場合は、上記の「保険料額表」は使⽤できません。

  被保険者負担分の端数が、５０銭未満のときはその端数は切り捨てし、５０銭以上のときは切り上げして１円となります。
 ※事業主と被保険者との間で特約がある場合は、その特約に基づき端数処理をすることができます。

○納⼊告知書の保険料額について
  納⼊告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した額になります。ただし、その合算した額に、円未満の端数が
 ある場合は、その端数を切り捨てた額になります。

※平成２９年９⽉分（１０⽉納付分）から、⼀般の被保険者と坑内員の被保険者の⽅の厚⽣年⾦保険料率が同率となりました。

 ②被保険者が、被保険者負担分を事業主の⽅に現⾦で⽀払う場合

  この⼦ども・⼦育て拠出⾦の額は、被保険者個々の厚⽣年⾦保険の標準報酬⽉額及び標準賞与額に、拠出⾦率（１０００分の２．３）

〇被保険者が負担する保険料（以下「被保険者負担分」）に円未満の端数がある場合について
 ①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合
  被保険者負担分の端数が、５０銭以下のときはその端数は切り捨てし、５０銭を超える場合は切り上げして１円となります。



円以上 円未満
1 88,000 〜 93,000 13,640.00 6,820.00
2 98,000 93,000 〜 101,000 15,190.00 7,595.00
3 104,000 101,000 〜 107,000 16,120.00 8,060.00
4 110,000 107,000 〜 114,000 17,050.00 8,525.00
5 118,000 114,000 〜 122,000 18,290.00 9,145.00
6 126,000 122,000 〜 130,000 19,530.00 9,765.00
7 134,000 130,000 〜 138,000 20,770.00 10,385.00
8 142,000 138,000 〜 146,000 22,010.00 11,005.00
9 150,000 146,000 〜 155,000 23,250.00 11,625.00
10 160,000 155,000 〜 165,000 24,800.00 12,400.00
11 170,000 165,000 〜 175,000 26,350.00 13,175.00
12 180,000 175,000 〜 185,000 27,900.00 13,950.00
13 190,000 185,000 〜 195,000 29,450.00 14,725.00
14 200,000 195,000 〜 210,000 31,000.00 15,500.00
15 220,000 210,000 〜 230,000 34,100.00 17,050.00
16 240,000 230,000 〜 250,000 37,200.00 18,600.00
17 260,000 250,000 〜 270,000 40,300.00 20,150.00
18 280,000 270,000 〜 290,000 43,400.00 21,700.00
19 300,000 290,000 〜 310,000 46,500.00 23,250.00
20 320,000 310,000 〜 330,000 49,600.00 24,800.00
21 340,000 330,000 〜 350,000 52,700.00 26,350.00
22 360,000 350,000 〜 370,000 55,800.00 27,900.00
23 380,000 370,000 〜 395,000 58,900.00 29,450.00
24 410,000 395,000 〜 425,000 63,550.00 31,775.00
25 440,000 425,000 〜 455,000 68,200.00 34,100.00
26 470,000 455,000 〜 485,000 72,850.00 36,425.00
27 500,000 485,000 〜 515,000 77,500.00 38,750.00
28 530,000 515,000 〜 545,000 82,150.00 41,075.00
29 560,000 545,000 〜 575,000 86,800.00 43,400.00
30 590,000 575,000 〜 605,000 91,450.00 45,725.00
31 620,000 605,000 〜 96,100.00 48,050.00

○平成29年9⽉分（１0⽉納付分）からの厚⽣年⾦保険料額表
厚⽣年⾦保険料率：平成29年9⽉分 〜 適⽤

【厚⽣年⾦保険】厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⼀般・坑内員の被保険者の⽅

標準報酬
報酬月額

免除保険料率

2.8％

厚⽣年⾦保険料率

15.500％

等級 月額 全額 折半額

(単位:円）

  厚⽣年⾦基⾦に加⼊している⽅の厚⽣年⾦保険料率は、⼀般・坑内員の被保険者の⽅の本来の保険料率である「１8.300％」から
※厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⽅の厚⽣年⾦保険料率について

 を乗じて得た額の総額となります。

 免除保険料率（２.４％〜５.０％）を控除した率となり、加⼊する基⾦ごとに異なります。免除保険料率については、加⼊する
 厚⽣年⾦基⾦にお問い合わせください。

  賞与に係る保険料は、標準賞与額に保険料率を乗じた額となります。（保険料率は、標準報酬⽉額にかかる保険料と同じです。）
  標準賞与額は、各被保険者の賞与額から１，０００円未満の端数を切り捨てた額となっています。
  また、標準賞与額には上限が定められており、厚⽣年⾦保険と⼦ども・⼦育て拠出⾦は１ヶ⽉あたり１５０万円が上限となります。

○⼦ども・⼦育て拠出⾦について
  厚⽣年⾦保険の被保険者を使⽤する事業主の⽅は、児童⼿当の⽀給に要する費⽤等として⼦ども・⼦育て拠出⾦を全額負担いただくこ
 とになります。

※平成29年4⽉から、⼦ども・⼦育て拠出⾦率が1,000分の2.3（0.23%）に改定されました。
〇賞与に係る保険料について
  賞与に係る保険料額を算出する場合は、上記の「保険料額表」は使⽤できません。

※平成２９年９⽉分（１０⽉納付分）から、⼀般の被保険者と坑内員の被保険者の⽅の厚⽣年⾦保険料率が同率となりました。

 ②被保険者が、被保険者負担分を事業主の⽅に現⾦で⽀払う場合

 ある場合は、その端数を切り捨てた額になります。

  この⼦ども・⼦育て拠出⾦の額は、被保険者個々の厚⽣年⾦保険の標準報酬⽉額及び標準賞与額に、拠出⾦率（１０００分の２．３）

〇被保険者が負担する保険料（以下「被保険者負担分」）に円未満の端数がある場合について
 ①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合
  被保険者負担分の端数が、５０銭以下のときはその端数は切り捨てし、５０銭を超える場合は切り上げして１円となります。

  被保険者負担分の端数が、５０銭未満のときはその端数は切り捨てし、５０銭以上のときは切り上げして１円となります。
 ※事業主と被保険者との間で特約がある場合は、その特約に基づき端数処理をすることができます。

○納⼊告知書の保険料額について
  納⼊告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した額になります。ただし、その合算した額に、円未満の端数が



円以上 円未満
1 88,000 〜 93,000 13,552.00 6,776.00
2 98,000 93,000 〜 101,000 15,092.00 7,546.00
3 104,000 101,000 〜 107,000 16,016.00 8,008.00
4 110,000 107,000 〜 114,000 16,940.00 8,470.00
5 118,000 114,000 〜 122,000 18,172.00 9,086.00
6 126,000 122,000 〜 130,000 19,404.00 9,702.00
7 134,000 130,000 〜 138,000 20,636.00 10,318.00
8 142,000 138,000 〜 146,000 21,868.00 10,934.00
9 150,000 146,000 〜 155,000 23,100.00 11,550.00
10 160,000 155,000 〜 165,000 24,640.00 12,320.00
11 170,000 165,000 〜 175,000 26,180.00 13,090.00
12 180,000 175,000 〜 185,000 27,720.00 13,860.00
13 190,000 185,000 〜 195,000 29,260.00 14,630.00
14 200,000 195,000 〜 210,000 30,800.00 15,400.00
15 220,000 210,000 〜 230,000 33,880.00 16,940.00
16 240,000 230,000 〜 250,000 36,960.00 18,480.00
17 260,000 250,000 〜 270,000 40,040.00 20,020.00
18 280,000 270,000 〜 290,000 43,120.00 21,560.00
19 300,000 290,000 〜 310,000 46,200.00 23,100.00
20 320,000 310,000 〜 330,000 49,280.00 24,640.00
21 340,000 330,000 〜 350,000 52,360.00 26,180.00
22 360,000 350,000 〜 370,000 55,440.00 27,720.00
23 380,000 370,000 〜 395,000 58,520.00 29,260.00
24 410,000 395,000 〜 425,000 63,140.00 31,570.00
25 440,000 425,000 〜 455,000 67,760.00 33,880.00
26 470,000 455,000 〜 485,000 72,380.00 36,190.00
27 500,000 485,000 〜 515,000 77,000.00 38,500.00
28 530,000 515,000 〜 545,000 81,620.00 40,810.00
29 560,000 545,000 〜 575,000 86,240.00 43,120.00
30 590,000 575,000 〜 605,000 90,860.00 45,430.00
31 620,000 605,000 〜 95,480.00 47,740.00

○平成29年9⽉分（１0⽉納付分）からの厚⽣年⾦保険料額表
厚⽣年⾦保険料率：平成29年9⽉分 〜 適⽤

【厚⽣年⾦保険】厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⼀般・坑内員の被保険者の⽅

標準報酬
報酬月額

免除保険料率

2.9％

厚⽣年⾦保険料率

15.400％

等級 月額 全額 折半額

(単位:円）

  厚⽣年⾦基⾦に加⼊している⽅の厚⽣年⾦保険料率は、⼀般・坑内員の被保険者の⽅の本来の保険料率である「１8.300％」から
※厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⽅の厚⽣年⾦保険料率について

 を乗じて得た額の総額となります。

 免除保険料率（２.４％〜５.０％）を控除した率となり、加⼊する基⾦ごとに異なります。免除保険料率については、加⼊する
 厚⽣年⾦基⾦にお問い合わせください。

  賞与に係る保険料は、標準賞与額に保険料率を乗じた額となります。（保険料率は、標準報酬⽉額にかかる保険料と同じです。）
  標準賞与額は、各被保険者の賞与額から１，０００円未満の端数を切り捨てた額となっています。
  また、標準賞与額には上限が定められており、厚⽣年⾦保険と⼦ども・⼦育て拠出⾦は１ヶ⽉あたり１５０万円が上限となります。

○⼦ども・⼦育て拠出⾦について
  厚⽣年⾦保険の被保険者を使⽤する事業主の⽅は、児童⼿当の⽀給に要する費⽤等として⼦ども・⼦育て拠出⾦を全額負担いただくこ
 とになります。

※平成29年4⽉から、⼦ども・⼦育て拠出⾦率が1,000分の2.3（0.23%）に改定されました。
〇賞与に係る保険料について
  賞与に係る保険料額を算出する場合は、上記の「保険料額表」は使⽤できません。

※平成２９年９⽉分（１０⽉納付分）から、⼀般の被保険者と坑内員の被保険者の⽅の厚⽣年⾦保険料率が同率となりました。

 ②被保険者が、被保険者負担分を事業主の⽅に現⾦で⽀払う場合

 ある場合は、その端数を切り捨てた額になります。

  この⼦ども・⼦育て拠出⾦の額は、被保険者個々の厚⽣年⾦保険の標準報酬⽉額及び標準賞与額に、拠出⾦率（１０００分の２．３）

〇被保険者が負担する保険料（以下「被保険者負担分」）に円未満の端数がある場合について
 ①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合
  被保険者負担分の端数が、５０銭以下のときはその端数は切り捨てし、５０銭を超える場合は切り上げして１円となります。

  被保険者負担分の端数が、５０銭未満のときはその端数は切り捨てし、５０銭以上のときは切り上げして１円となります。
 ※事業主と被保険者との間で特約がある場合は、その特約に基づき端数処理をすることができます。

○納⼊告知書の保険料額について
  納⼊告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した額になります。ただし、その合算した額に、円未満の端数が



円以上 円未満
1 88,000 〜 93,000 13,464.00 6,732.00
2 98,000 93,000 〜 101,000 14,994.00 7,497.00
3 104,000 101,000 〜 107,000 15,912.00 7,956.00
4 110,000 107,000 〜 114,000 16,830.00 8,415.00
5 118,000 114,000 〜 122,000 18,054.00 9,027.00
6 126,000 122,000 〜 130,000 19,278.00 9,639.00
7 134,000 130,000 〜 138,000 20,502.00 10,251.00
8 142,000 138,000 〜 146,000 21,726.00 10,863.00
9 150,000 146,000 〜 155,000 22,950.00 11,475.00
10 160,000 155,000 〜 165,000 24,480.00 12,240.00
11 170,000 165,000 〜 175,000 26,010.00 13,005.00
12 180,000 175,000 〜 185,000 27,540.00 13,770.00
13 190,000 185,000 〜 195,000 29,070.00 14,535.00
14 200,000 195,000 〜 210,000 30,600.00 15,300.00
15 220,000 210,000 〜 230,000 33,660.00 16,830.00
16 240,000 230,000 〜 250,000 36,720.00 18,360.00
17 260,000 250,000 〜 270,000 39,780.00 19,890.00
18 280,000 270,000 〜 290,000 42,840.00 21,420.00
19 300,000 290,000 〜 310,000 45,900.00 22,950.00
20 320,000 310,000 〜 330,000 48,960.00 24,480.00
21 340,000 330,000 〜 350,000 52,020.00 26,010.00
22 360,000 350,000 〜 370,000 55,080.00 27,540.00
23 380,000 370,000 〜 395,000 58,140.00 29,070.00
24 410,000 395,000 〜 425,000 62,730.00 31,365.00
25 440,000 425,000 〜 455,000 67,320.00 33,660.00
26 470,000 455,000 〜 485,000 71,910.00 35,955.00
27 500,000 485,000 〜 515,000 76,500.00 38,250.00
28 530,000 515,000 〜 545,000 81,090.00 40,545.00
29 560,000 545,000 〜 575,000 85,680.00 42,840.00
30 590,000 575,000 〜 605,000 90,270.00 45,135.00
31 620,000 605,000 〜 94,860.00 47,430.00

○平成29年9⽉分（１0⽉納付分）からの厚⽣年⾦保険料額表
厚⽣年⾦保険料率：平成29年9⽉分 〜 適⽤

【厚⽣年⾦保険】厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⼀般・坑内員の被保険者の⽅

標準報酬
報酬月額

免除保険料率

3.0％

厚⽣年⾦保険料率

15.300％

等級 月額 全額 折半額

(単位:円）

  厚⽣年⾦基⾦に加⼊している⽅の厚⽣年⾦保険料率は、⼀般・坑内員の被保険者の⽅の本来の保険料率である「１8.300％」から
※厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⽅の厚⽣年⾦保険料率について

 を乗じて得た額の総額となります。

 免除保険料率（２.４％〜５.０％）を控除した率となり、加⼊する基⾦ごとに異なります。免除保険料率については、加⼊する
 厚⽣年⾦基⾦にお問い合わせください。

  賞与に係る保険料は、標準賞与額に保険料率を乗じた額となります。（保険料率は、標準報酬⽉額にかかる保険料と同じです。）
  標準賞与額は、各被保険者の賞与額から１，０００円未満の端数を切り捨てた額となっています。
  また、標準賞与額には上限が定められており、厚⽣年⾦保険と⼦ども・⼦育て拠出⾦は１ヶ⽉あたり１５０万円が上限となります。

○⼦ども・⼦育て拠出⾦について
  厚⽣年⾦保険の被保険者を使⽤する事業主の⽅は、児童⼿当の⽀給に要する費⽤等として⼦ども・⼦育て拠出⾦を全額負担いただくこ
 とになります。

※平成29年4⽉から、⼦ども・⼦育て拠出⾦率が1,000分の2.3（0.23%）に改定されました。
〇賞与に係る保険料について
  賞与に係る保険料額を算出する場合は、上記の「保険料額表」は使⽤できません。

※平成２９年９⽉分（１０⽉納付分）から、⼀般の被保険者と坑内員の被保険者の⽅の厚⽣年⾦保険料率が同率となりました。

 ②被保険者が、被保険者負担分を事業主の⽅に現⾦で⽀払う場合

 ある場合は、その端数を切り捨てた額になります。

  この⼦ども・⼦育て拠出⾦の額は、被保険者個々の厚⽣年⾦保険の標準報酬⽉額及び標準賞与額に、拠出⾦率（１０００分の２．３）

〇被保険者が負担する保険料（以下「被保険者負担分」）に円未満の端数がある場合について
 ①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合
  被保険者負担分の端数が、５０銭以下のときはその端数は切り捨てし、５０銭を超える場合は切り上げして１円となります。

  被保険者負担分の端数が、５０銭未満のときはその端数は切り捨てし、５０銭以上のときは切り上げして１円となります。
 ※事業主と被保険者との間で特約がある場合は、その特約に基づき端数処理をすることができます。

○納⼊告知書の保険料額について
  納⼊告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した額になります。ただし、その合算した額に、円未満の端数が



円以上 円未満
1 88,000 〜 93,000 13,376.00 6,688.00
2 98,000 93,000 〜 101,000 14,896.00 7,448.00
3 104,000 101,000 〜 107,000 15,808.00 7,904.00
4 110,000 107,000 〜 114,000 16,720.00 8,360.00
5 118,000 114,000 〜 122,000 17,936.00 8,968.00
6 126,000 122,000 〜 130,000 19,152.00 9,576.00
7 134,000 130,000 〜 138,000 20,368.00 10,184.00
8 142,000 138,000 〜 146,000 21,584.00 10,792.00
9 150,000 146,000 〜 155,000 22,800.00 11,400.00
10 160,000 155,000 〜 165,000 24,320.00 12,160.00
11 170,000 165,000 〜 175,000 25,840.00 12,920.00
12 180,000 175,000 〜 185,000 27,360.00 13,680.00
13 190,000 185,000 〜 195,000 28,880.00 14,440.00
14 200,000 195,000 〜 210,000 30,400.00 15,200.00
15 220,000 210,000 〜 230,000 33,440.00 16,720.00
16 240,000 230,000 〜 250,000 36,480.00 18,240.00
17 260,000 250,000 〜 270,000 39,520.00 19,760.00
18 280,000 270,000 〜 290,000 42,560.00 21,280.00
19 300,000 290,000 〜 310,000 45,600.00 22,800.00
20 320,000 310,000 〜 330,000 48,640.00 24,320.00
21 340,000 330,000 〜 350,000 51,680.00 25,840.00
22 360,000 350,000 〜 370,000 54,720.00 27,360.00
23 380,000 370,000 〜 395,000 57,760.00 28,880.00
24 410,000 395,000 〜 425,000 62,320.00 31,160.00
25 440,000 425,000 〜 455,000 66,880.00 33,440.00
26 470,000 455,000 〜 485,000 71,440.00 35,720.00
27 500,000 485,000 〜 515,000 76,000.00 38,000.00
28 530,000 515,000 〜 545,000 80,560.00 40,280.00
29 560,000 545,000 〜 575,000 85,120.00 42,560.00
30 590,000 575,000 〜 605,000 89,680.00 44,840.00
31 620,000 605,000 〜 94,240.00 47,120.00

○平成29年9⽉分（１0⽉納付分）からの厚⽣年⾦保険料額表
厚⽣年⾦保険料率：平成29年9⽉分 〜 適⽤

【厚⽣年⾦保険】厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⼀般・坑内員の被保険者の⽅

標準報酬
報酬月額

免除保険料率

3.1％

厚⽣年⾦保険料率

15.200％

等級 月額 全額 折半額

(単位:円）

  厚⽣年⾦基⾦に加⼊している⽅の厚⽣年⾦保険料率は、⼀般・坑内員の被保険者の⽅の本来の保険料率である「１8.300％」から
※厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⽅の厚⽣年⾦保険料率について

 を乗じて得た額の総額となります。

 免除保険料率（２.４％〜５.０％）を控除した率となり、加⼊する基⾦ごとに異なります。免除保険料率については、加⼊する
 厚⽣年⾦基⾦にお問い合わせください。

  賞与に係る保険料は、標準賞与額に保険料率を乗じた額となります。（保険料率は、標準報酬⽉額にかかる保険料と同じです。）
  標準賞与額は、各被保険者の賞与額から１，０００円未満の端数を切り捨てた額となっています。
  また、標準賞与額には上限が定められており、厚⽣年⾦保険と⼦ども・⼦育て拠出⾦は１ヶ⽉あたり１５０万円が上限となります。

○⼦ども・⼦育て拠出⾦について
  厚⽣年⾦保険の被保険者を使⽤する事業主の⽅は、児童⼿当の⽀給に要する費⽤等として⼦ども・⼦育て拠出⾦を全額負担いただくこ
 とになります。

※平成29年4⽉から、⼦ども・⼦育て拠出⾦率が1,000分の2.3（0.23%）に改定されました。
〇賞与に係る保険料について
  賞与に係る保険料額を算出する場合は、上記の「保険料額表」は使⽤できません。

※平成２９年９⽉分（１０⽉納付分）から、⼀般の被保険者と坑内員の被保険者の⽅の厚⽣年⾦保険料率が同率となりました。

 ②被保険者が、被保険者負担分を事業主の⽅に現⾦で⽀払う場合

 ある場合は、その端数を切り捨てた額になります。

  この⼦ども・⼦育て拠出⾦の額は、被保険者個々の厚⽣年⾦保険の標準報酬⽉額及び標準賞与額に、拠出⾦率（１０００分の２．３）

〇被保険者が負担する保険料（以下「被保険者負担分」）に円未満の端数がある場合について
 ①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合
  被保険者負担分の端数が、５０銭以下のときはその端数は切り捨てし、５０銭を超える場合は切り上げして１円となります。

  被保険者負担分の端数が、５０銭未満のときはその端数は切り捨てし、５０銭以上のときは切り上げして１円となります。
 ※事業主と被保険者との間で特約がある場合は、その特約に基づき端数処理をすることができます。

○納⼊告知書の保険料額について
  納⼊告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した額になります。ただし、その合算した額に、円未満の端数が



円以上 円未満
1 88,000 〜 93,000 13,288.00 6,644.00
2 98,000 93,000 〜 101,000 14,798.00 7,399.00
3 104,000 101,000 〜 107,000 15,704.00 7,852.00
4 110,000 107,000 〜 114,000 16,610.00 8,305.00
5 118,000 114,000 〜 122,000 17,818.00 8,909.00
6 126,000 122,000 〜 130,000 19,026.00 9,513.00
7 134,000 130,000 〜 138,000 20,234.00 10,117.00
8 142,000 138,000 〜 146,000 21,442.00 10,721.00
9 150,000 146,000 〜 155,000 22,650.00 11,325.00
10 160,000 155,000 〜 165,000 24,160.00 12,080.00
11 170,000 165,000 〜 175,000 25,670.00 12,835.00
12 180,000 175,000 〜 185,000 27,180.00 13,590.00
13 190,000 185,000 〜 195,000 28,690.00 14,345.00
14 200,000 195,000 〜 210,000 30,200.00 15,100.00
15 220,000 210,000 〜 230,000 33,220.00 16,610.00
16 240,000 230,000 〜 250,000 36,240.00 18,120.00
17 260,000 250,000 〜 270,000 39,260.00 19,630.00
18 280,000 270,000 〜 290,000 42,280.00 21,140.00
19 300,000 290,000 〜 310,000 45,300.00 22,650.00
20 320,000 310,000 〜 330,000 48,320.00 24,160.00
21 340,000 330,000 〜 350,000 51,340.00 25,670.00
22 360,000 350,000 〜 370,000 54,360.00 27,180.00
23 380,000 370,000 〜 395,000 57,380.00 28,690.00
24 410,000 395,000 〜 425,000 61,910.00 30,955.00
25 440,000 425,000 〜 455,000 66,440.00 33,220.00
26 470,000 455,000 〜 485,000 70,970.00 35,485.00
27 500,000 485,000 〜 515,000 75,500.00 37,750.00
28 530,000 515,000 〜 545,000 80,030.00 40,015.00
29 560,000 545,000 〜 575,000 84,560.00 42,280.00
30 590,000 575,000 〜 605,000 89,090.00 44,545.00
31 620,000 605,000 〜 93,620.00 46,810.00

○平成29年9⽉分（１0⽉納付分）からの厚⽣年⾦保険料額表
厚⽣年⾦保険料率：平成29年9⽉分 〜 適⽤

【厚⽣年⾦保険】厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⼀般・坑内員の被保険者の⽅

標準報酬
報酬月額

免除保険料率

3.2％

厚⽣年⾦保険料率

15.100％

等級 月額 全額 折半額

(単位:円）

  厚⽣年⾦基⾦に加⼊している⽅の厚⽣年⾦保険料率は、⼀般・坑内員の被保険者の⽅の本来の保険料率である「１8.300％」から
※厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⽅の厚⽣年⾦保険料率について

 を乗じて得た額の総額となります。

 免除保険料率（２.４％〜５.０％）を控除した率となり、加⼊する基⾦ごとに異なります。免除保険料率については、加⼊する
 厚⽣年⾦基⾦にお問い合わせください。

  賞与に係る保険料は、標準賞与額に保険料率を乗じた額となります。（保険料率は、標準報酬⽉額にかかる保険料と同じです。）
  標準賞与額は、各被保険者の賞与額から１，０００円未満の端数を切り捨てた額となっています。
  また、標準賞与額には上限が定められており、厚⽣年⾦保険と⼦ども・⼦育て拠出⾦は１ヶ⽉あたり１５０万円が上限となります。

○⼦ども・⼦育て拠出⾦について
  厚⽣年⾦保険の被保険者を使⽤する事業主の⽅は、児童⼿当の⽀給に要する費⽤等として⼦ども・⼦育て拠出⾦を全額負担いただくこ
 とになります。

※平成29年4⽉から、⼦ども・⼦育て拠出⾦率が1,000分の2.3（0.23%）に改定されました。
〇賞与に係る保険料について
  賞与に係る保険料額を算出する場合は、上記の「保険料額表」は使⽤できません。

※平成２９年９⽉分（１０⽉納付分）から、⼀般の被保険者と坑内員の被保険者の⽅の厚⽣年⾦保険料率が同率となりました。

 ②被保険者が、被保険者負担分を事業主の⽅に現⾦で⽀払う場合

 ある場合は、その端数を切り捨てた額になります。

  この⼦ども・⼦育て拠出⾦の額は、被保険者個々の厚⽣年⾦保険の標準報酬⽉額及び標準賞与額に、拠出⾦率（１０００分の２．３）

〇被保険者が負担する保険料（以下「被保険者負担分」）に円未満の端数がある場合について
 ①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合
  被保険者負担分の端数が、５０銭以下のときはその端数は切り捨てし、５０銭を超える場合は切り上げして１円となります。

  被保険者負担分の端数が、５０銭未満のときはその端数は切り捨てし、５０銭以上のときは切り上げして１円となります。
 ※事業主と被保険者との間で特約がある場合は、その特約に基づき端数処理をすることができます。

○納⼊告知書の保険料額について
  納⼊告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した額になります。ただし、その合算した額に、円未満の端数が



円以上 円未満
1 88,000 〜 93,000 13,200.00 6,600.00
2 98,000 93,000 〜 101,000 14,700.00 7,350.00
3 104,000 101,000 〜 107,000 15,600.00 7,800.00
4 110,000 107,000 〜 114,000 16,500.00 8,250.00
5 118,000 114,000 〜 122,000 17,700.00 8,850.00
6 126,000 122,000 〜 130,000 18,900.00 9,450.00
7 134,000 130,000 〜 138,000 20,100.00 10,050.00
8 142,000 138,000 〜 146,000 21,300.00 10,650.00
9 150,000 146,000 〜 155,000 22,500.00 11,250.00
10 160,000 155,000 〜 165,000 24,000.00 12,000.00
11 170,000 165,000 〜 175,000 25,500.00 12,750.00
12 180,000 175,000 〜 185,000 27,000.00 13,500.00
13 190,000 185,000 〜 195,000 28,500.00 14,250.00
14 200,000 195,000 〜 210,000 30,000.00 15,000.00
15 220,000 210,000 〜 230,000 33,000.00 16,500.00
16 240,000 230,000 〜 250,000 36,000.00 18,000.00
17 260,000 250,000 〜 270,000 39,000.00 19,500.00
18 280,000 270,000 〜 290,000 42,000.00 21,000.00
19 300,000 290,000 〜 310,000 45,000.00 22,500.00
20 320,000 310,000 〜 330,000 48,000.00 24,000.00
21 340,000 330,000 〜 350,000 51,000.00 25,500.00
22 360,000 350,000 〜 370,000 54,000.00 27,000.00
23 380,000 370,000 〜 395,000 57,000.00 28,500.00
24 410,000 395,000 〜 425,000 61,500.00 30,750.00
25 440,000 425,000 〜 455,000 66,000.00 33,000.00
26 470,000 455,000 〜 485,000 70,500.00 35,250.00
27 500,000 485,000 〜 515,000 75,000.00 37,500.00
28 530,000 515,000 〜 545,000 79,500.00 39,750.00
29 560,000 545,000 〜 575,000 84,000.00 42,000.00
30 590,000 575,000 〜 605,000 88,500.00 44,250.00
31 620,000 605,000 〜 93,000.00 46,500.00

○平成29年9⽉分（１0⽉納付分）からの厚⽣年⾦保険料額表
厚⽣年⾦保険料率：平成29年9⽉分 〜 適⽤

【厚⽣年⾦保険】厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⼀般・坑内員の被保険者の⽅

標準報酬
報酬月額

免除保険料率

3.3％

厚⽣年⾦保険料率

15.000％

等級 月額 全額 折半額

(単位:円）

  厚⽣年⾦基⾦に加⼊している⽅の厚⽣年⾦保険料率は、⼀般・坑内員の被保険者の⽅の本来の保険料率である「１8.300％」から
※厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⽅の厚⽣年⾦保険料率について

 を乗じて得た額の総額となります。

 免除保険料率（２.４％〜５.０％）を控除した率となり、加⼊する基⾦ごとに異なります。免除保険料率については、加⼊する
 厚⽣年⾦基⾦にお問い合わせください。

  賞与に係る保険料は、標準賞与額に保険料率を乗じた額となります。（保険料率は、標準報酬⽉額にかかる保険料と同じです。）
  標準賞与額は、各被保険者の賞与額から１，０００円未満の端数を切り捨てた額となっています。
  また、標準賞与額には上限が定められており、厚⽣年⾦保険と⼦ども・⼦育て拠出⾦は１ヶ⽉あたり１５０万円が上限となります。

○⼦ども・⼦育て拠出⾦について
  厚⽣年⾦保険の被保険者を使⽤する事業主の⽅は、児童⼿当の⽀給に要する費⽤等として⼦ども・⼦育て拠出⾦を全額負担いただくこ
 とになります。

※平成29年4⽉から、⼦ども・⼦育て拠出⾦率が1,000分の2.3（0.23%）に改定されました。
〇賞与に係る保険料について
  賞与に係る保険料額を算出する場合は、上記の「保険料額表」は使⽤できません。

※平成２９年９⽉分（１０⽉納付分）から、⼀般の被保険者と坑内員の被保険者の⽅の厚⽣年⾦保険料率が同率となりました。

 ②被保険者が、被保険者負担分を事業主の⽅に現⾦で⽀払う場合

 ある場合は、その端数を切り捨てた額になります。

  この⼦ども・⼦育て拠出⾦の額は、被保険者個々の厚⽣年⾦保険の標準報酬⽉額及び標準賞与額に、拠出⾦率（１０００分の２．３）

〇被保険者が負担する保険料（以下「被保険者負担分」）に円未満の端数がある場合について
 ①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合
  被保険者負担分の端数が、５０銭以下のときはその端数は切り捨てし、５０銭を超える場合は切り上げして１円となります。

  被保険者負担分の端数が、５０銭未満のときはその端数は切り捨てし、５０銭以上のときは切り上げして１円となります。
 ※事業主と被保険者との間で特約がある場合は、その特約に基づき端数処理をすることができます。

○納⼊告知書の保険料額について
  納⼊告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した額になります。ただし、その合算した額に、円未満の端数が



円以上 円未満
1 88,000 〜 93,000 13,112.00 6,556.00
2 98,000 93,000 〜 101,000 14,602.00 7,301.00
3 104,000 101,000 〜 107,000 15,496.00 7,748.00
4 110,000 107,000 〜 114,000 16,390.00 8,195.00
5 118,000 114,000 〜 122,000 17,582.00 8,791.00
6 126,000 122,000 〜 130,000 18,774.00 9,387.00
7 134,000 130,000 〜 138,000 19,966.00 9,983.00
8 142,000 138,000 〜 146,000 21,158.00 10,579.00
9 150,000 146,000 〜 155,000 22,350.00 11,175.00
10 160,000 155,000 〜 165,000 23,840.00 11,920.00
11 170,000 165,000 〜 175,000 25,330.00 12,665.00
12 180,000 175,000 〜 185,000 26,820.00 13,410.00
13 190,000 185,000 〜 195,000 28,310.00 14,155.00
14 200,000 195,000 〜 210,000 29,800.00 14,900.00
15 220,000 210,000 〜 230,000 32,780.00 16,390.00
16 240,000 230,000 〜 250,000 35,760.00 17,880.00
17 260,000 250,000 〜 270,000 38,740.00 19,370.00
18 280,000 270,000 〜 290,000 41,720.00 20,860.00
19 300,000 290,000 〜 310,000 44,700.00 22,350.00
20 320,000 310,000 〜 330,000 47,680.00 23,840.00
21 340,000 330,000 〜 350,000 50,660.00 25,330.00
22 360,000 350,000 〜 370,000 53,640.00 26,820.00
23 380,000 370,000 〜 395,000 56,620.00 28,310.00
24 410,000 395,000 〜 425,000 61,090.00 30,545.00
25 440,000 425,000 〜 455,000 65,560.00 32,780.00
26 470,000 455,000 〜 485,000 70,030.00 35,015.00
27 500,000 485,000 〜 515,000 74,500.00 37,250.00
28 530,000 515,000 〜 545,000 78,970.00 39,485.00
29 560,000 545,000 〜 575,000 83,440.00 41,720.00
30 590,000 575,000 〜 605,000 87,910.00 43,955.00
31 620,000 605,000 〜 92,380.00 46,190.00

○平成29年9⽉分（１0⽉納付分）からの厚⽣年⾦保険料額表
厚⽣年⾦保険料率：平成29年9⽉分 〜 適⽤

【厚⽣年⾦保険】厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⼀般・坑内員の被保険者の⽅

標準報酬
報酬月額

免除保険料率

3.4％

厚⽣年⾦保険料率

14.900％

等級 月額 全額 折半額

(単位:円）

  厚⽣年⾦基⾦に加⼊している⽅の厚⽣年⾦保険料率は、⼀般・坑内員の被保険者の⽅の本来の保険料率である「１8.300％」から
※厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⽅の厚⽣年⾦保険料率について

 を乗じて得た額の総額となります。

 免除保険料率（２.４％〜５.０％）を控除した率となり、加⼊する基⾦ごとに異なります。免除保険料率については、加⼊する
 厚⽣年⾦基⾦にお問い合わせください。

  賞与に係る保険料は、標準賞与額に保険料率を乗じた額となります。（保険料率は、標準報酬⽉額にかかる保険料と同じです。）
  標準賞与額は、各被保険者の賞与額から１，０００円未満の端数を切り捨てた額となっています。
  また、標準賞与額には上限が定められており、厚⽣年⾦保険と⼦ども・⼦育て拠出⾦は１ヶ⽉あたり１５０万円が上限となります。

○⼦ども・⼦育て拠出⾦について
  厚⽣年⾦保険の被保険者を使⽤する事業主の⽅は、児童⼿当の⽀給に要する費⽤等として⼦ども・⼦育て拠出⾦を全額負担いただくこ
 とになります。

※平成29年4⽉から、⼦ども・⼦育て拠出⾦率が1,000分の2.3（0.23%）に改定されました。
〇賞与に係る保険料について
  賞与に係る保険料額を算出する場合は、上記の「保険料額表」は使⽤できません。

※平成２９年９⽉分（１０⽉納付分）から、⼀般の被保険者と坑内員の被保険者の⽅の厚⽣年⾦保険料率が同率となりました。

 ②被保険者が、被保険者負担分を事業主の⽅に現⾦で⽀払う場合

 ある場合は、その端数を切り捨てた額になります。

  この⼦ども・⼦育て拠出⾦の額は、被保険者個々の厚⽣年⾦保険の標準報酬⽉額及び標準賞与額に、拠出⾦率（１０００分の２．３）

〇被保険者が負担する保険料（以下「被保険者負担分」）に円未満の端数がある場合について
 ①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合
  被保険者負担分の端数が、５０銭以下のときはその端数は切り捨てし、５０銭を超える場合は切り上げして１円となります。

  被保険者負担分の端数が、５０銭未満のときはその端数は切り捨てし、５０銭以上のときは切り上げして１円となります。
 ※事業主と被保険者との間で特約がある場合は、その特約に基づき端数処理をすることができます。

○納⼊告知書の保険料額について
  納⼊告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した額になります。ただし、その合算した額に、円未満の端数が



円以上 円未満
1 88,000 〜 93,000 13,024.00 6,512.00
2 98,000 93,000 〜 101,000 14,504.00 7,252.00
3 104,000 101,000 〜 107,000 15,392.00 7,696.00
4 110,000 107,000 〜 114,000 16,280.00 8,140.00
5 118,000 114,000 〜 122,000 17,464.00 8,732.00
6 126,000 122,000 〜 130,000 18,648.00 9,324.00
7 134,000 130,000 〜 138,000 19,832.00 9,916.00
8 142,000 138,000 〜 146,000 21,016.00 10,508.00
9 150,000 146,000 〜 155,000 22,200.00 11,100.00
10 160,000 155,000 〜 165,000 23,680.00 11,840.00
11 170,000 165,000 〜 175,000 25,160.00 12,580.00
12 180,000 175,000 〜 185,000 26,640.00 13,320.00
13 190,000 185,000 〜 195,000 28,120.00 14,060.00
14 200,000 195,000 〜 210,000 29,600.00 14,800.00
15 220,000 210,000 〜 230,000 32,560.00 16,280.00
16 240,000 230,000 〜 250,000 35,520.00 17,760.00
17 260,000 250,000 〜 270,000 38,480.00 19,240.00
18 280,000 270,000 〜 290,000 41,440.00 20,720.00
19 300,000 290,000 〜 310,000 44,400.00 22,200.00
20 320,000 310,000 〜 330,000 47,360.00 23,680.00
21 340,000 330,000 〜 350,000 50,320.00 25,160.00
22 360,000 350,000 〜 370,000 53,280.00 26,640.00
23 380,000 370,000 〜 395,000 56,240.00 28,120.00
24 410,000 395,000 〜 425,000 60,680.00 30,340.00
25 440,000 425,000 〜 455,000 65,120.00 32,560.00
26 470,000 455,000 〜 485,000 69,560.00 34,780.00
27 500,000 485,000 〜 515,000 74,000.00 37,000.00
28 530,000 515,000 〜 545,000 78,440.00 39,220.00
29 560,000 545,000 〜 575,000 82,880.00 41,440.00
30 590,000 575,000 〜 605,000 87,320.00 43,660.00
31 620,000 605,000 〜 91,760.00 45,880.00

○平成29年9⽉分（１0⽉納付分）からの厚⽣年⾦保険料額表
厚⽣年⾦保険料率：平成29年9⽉分 〜 適⽤

【厚⽣年⾦保険】厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⼀般・坑内員の被保険者の⽅

標準報酬
報酬月額

免除保険料率

3.5％

厚⽣年⾦保険料率

14.800％

等級 月額 全額 折半額

(単位:円）

  厚⽣年⾦基⾦に加⼊している⽅の厚⽣年⾦保険料率は、⼀般・坑内員の被保険者の⽅の本来の保険料率である「１8.300％」から
※厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⽅の厚⽣年⾦保険料率について

 を乗じて得た額の総額となります。

 免除保険料率（２.４％〜５.０％）を控除した率となり、加⼊する基⾦ごとに異なります。免除保険料率については、加⼊する
 厚⽣年⾦基⾦にお問い合わせください。

  賞与に係る保険料は、標準賞与額に保険料率を乗じた額となります。（保険料率は、標準報酬⽉額にかかる保険料と同じです。）
  標準賞与額は、各被保険者の賞与額から１，０００円未満の端数を切り捨てた額となっています。
  また、標準賞与額には上限が定められており、厚⽣年⾦保険と⼦ども・⼦育て拠出⾦は１ヶ⽉あたり１５０万円が上限となります。

○⼦ども・⼦育て拠出⾦について
  厚⽣年⾦保険の被保険者を使⽤する事業主の⽅は、児童⼿当の⽀給に要する費⽤等として⼦ども・⼦育て拠出⾦を全額負担いただくこ
 とになります。

※平成29年4⽉から、⼦ども・⼦育て拠出⾦率が1,000分の2.3（0.23%）に改定されました。
〇賞与に係る保険料について
  賞与に係る保険料額を算出する場合は、上記の「保険料額表」は使⽤できません。

※平成２９年９⽉分（１０⽉納付分）から、⼀般の被保険者と坑内員の被保険者の⽅の厚⽣年⾦保険料率が同率となりました。

 ②被保険者が、被保険者負担分を事業主の⽅に現⾦で⽀払う場合

 ある場合は、その端数を切り捨てた額になります。

  この⼦ども・⼦育て拠出⾦の額は、被保険者個々の厚⽣年⾦保険の標準報酬⽉額及び標準賞与額に、拠出⾦率（１０００分の２．３）

〇被保険者が負担する保険料（以下「被保険者負担分」）に円未満の端数がある場合について
 ①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合
  被保険者負担分の端数が、５０銭以下のときはその端数は切り捨てし、５０銭を超える場合は切り上げして１円となります。

  被保険者負担分の端数が、５０銭未満のときはその端数は切り捨てし、５０銭以上のときは切り上げして１円となります。
 ※事業主と被保険者との間で特約がある場合は、その特約に基づき端数処理をすることができます。

○納⼊告知書の保険料額について
  納⼊告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した額になります。ただし、その合算した額に、円未満の端数が



円以上 円未満
1 88,000 〜 93,000 12,936.00 6,468.00
2 98,000 93,000 〜 101,000 14,406.00 7,203.00
3 104,000 101,000 〜 107,000 15,288.00 7,644.00
4 110,000 107,000 〜 114,000 16,170.00 8,085.00
5 118,000 114,000 〜 122,000 17,346.00 8,673.00
6 126,000 122,000 〜 130,000 18,522.00 9,261.00
7 134,000 130,000 〜 138,000 19,698.00 9,849.00
8 142,000 138,000 〜 146,000 20,874.00 10,437.00
9 150,000 146,000 〜 155,000 22,050.00 11,025.00
10 160,000 155,000 〜 165,000 23,520.00 11,760.00
11 170,000 165,000 〜 175,000 24,990.00 12,495.00
12 180,000 175,000 〜 185,000 26,460.00 13,230.00
13 190,000 185,000 〜 195,000 27,930.00 13,965.00
14 200,000 195,000 〜 210,000 29,400.00 14,700.00
15 220,000 210,000 〜 230,000 32,340.00 16,170.00
16 240,000 230,000 〜 250,000 35,280.00 17,640.00
17 260,000 250,000 〜 270,000 38,220.00 19,110.00
18 280,000 270,000 〜 290,000 41,160.00 20,580.00
19 300,000 290,000 〜 310,000 44,100.00 22,050.00
20 320,000 310,000 〜 330,000 47,040.00 23,520.00
21 340,000 330,000 〜 350,000 49,980.00 24,990.00
22 360,000 350,000 〜 370,000 52,920.00 26,460.00
23 380,000 370,000 〜 395,000 55,860.00 27,930.00
24 410,000 395,000 〜 425,000 60,270.00 30,135.00
25 440,000 425,000 〜 455,000 64,680.00 32,340.00
26 470,000 455,000 〜 485,000 69,090.00 34,545.00
27 500,000 485,000 〜 515,000 73,500.00 36,750.00
28 530,000 515,000 〜 545,000 77,910.00 38,955.00
29 560,000 545,000 〜 575,000 82,320.00 41,160.00
30 590,000 575,000 〜 605,000 86,730.00 43,365.00
31 620,000 605,000 〜 91,140.00 45,570.00

○平成29年9⽉分（１0⽉納付分）からの厚⽣年⾦保険料額表
厚⽣年⾦保険料率：平成29年9⽉分 〜 適⽤

【厚⽣年⾦保険】厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⼀般・坑内員の被保険者の⽅

標準報酬
報酬月額

免除保険料率

3.6％

厚⽣年⾦保険料率

14.700％

等級 月額 全額 折半額

(単位:円）

  厚⽣年⾦基⾦に加⼊している⽅の厚⽣年⾦保険料率は、⼀般・坑内員の被保険者の⽅の本来の保険料率である「１8.300％」から
※厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⽅の厚⽣年⾦保険料率について

 を乗じて得た額の総額となります。

 免除保険料率（２.４％〜５.０％）を控除した率となり、加⼊する基⾦ごとに異なります。免除保険料率については、加⼊する
 厚⽣年⾦基⾦にお問い合わせください。

  賞与に係る保険料は、標準賞与額に保険料率を乗じた額となります。（保険料率は、標準報酬⽉額にかかる保険料と同じです。）
  標準賞与額は、各被保険者の賞与額から１，０００円未満の端数を切り捨てた額となっています。
  また、標準賞与額には上限が定められており、厚⽣年⾦保険と⼦ども・⼦育て拠出⾦は１ヶ⽉あたり１５０万円が上限となります。

○⼦ども・⼦育て拠出⾦について
  厚⽣年⾦保険の被保険者を使⽤する事業主の⽅は、児童⼿当の⽀給に要する費⽤等として⼦ども・⼦育て拠出⾦を全額負担いただくこ
 とになります。

※平成29年4⽉から、⼦ども・⼦育て拠出⾦率が1,000分の2.3（0.23%）に改定されました。
〇賞与に係る保険料について
  賞与に係る保険料額を算出する場合は、上記の「保険料額表」は使⽤できません。

※平成２９年９⽉分（１０⽉納付分）から、⼀般の被保険者と坑内員の被保険者の⽅の厚⽣年⾦保険料率が同率となりました。

 ②被保険者が、被保険者負担分を事業主の⽅に現⾦で⽀払う場合

 ある場合は、その端数を切り捨てた額になります。

  この⼦ども・⼦育て拠出⾦の額は、被保険者個々の厚⽣年⾦保険の標準報酬⽉額及び標準賞与額に、拠出⾦率（１０００分の２．３）

〇被保険者が負担する保険料（以下「被保険者負担分」）に円未満の端数がある場合について
 ①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合
  被保険者負担分の端数が、５０銭以下のときはその端数は切り捨てし、５０銭を超える場合は切り上げして１円となります。

  被保険者負担分の端数が、５０銭未満のときはその端数は切り捨てし、５０銭以上のときは切り上げして１円となります。
 ※事業主と被保険者との間で特約がある場合は、その特約に基づき端数処理をすることができます。

○納⼊告知書の保険料額について
  納⼊告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した額になります。ただし、その合算した額に、円未満の端数が



円以上 円未満
1 88,000 〜 93,000 12,848.00 6,424.00
2 98,000 93,000 〜 101,000 14,308.00 7,154.00
3 104,000 101,000 〜 107,000 15,184.00 7,592.00
4 110,000 107,000 〜 114,000 16,060.00 8,030.00
5 118,000 114,000 〜 122,000 17,228.00 8,614.00
6 126,000 122,000 〜 130,000 18,396.00 9,198.00
7 134,000 130,000 〜 138,000 19,564.00 9,782.00
8 142,000 138,000 〜 146,000 20,732.00 10,366.00
9 150,000 146,000 〜 155,000 21,900.00 10,950.00
10 160,000 155,000 〜 165,000 23,360.00 11,680.00
11 170,000 165,000 〜 175,000 24,820.00 12,410.00
12 180,000 175,000 〜 185,000 26,280.00 13,140.00
13 190,000 185,000 〜 195,000 27,740.00 13,870.00
14 200,000 195,000 〜 210,000 29,200.00 14,600.00
15 220,000 210,000 〜 230,000 32,120.00 16,060.00
16 240,000 230,000 〜 250,000 35,040.00 17,520.00
17 260,000 250,000 〜 270,000 37,960.00 18,980.00
18 280,000 270,000 〜 290,000 40,880.00 20,440.00
19 300,000 290,000 〜 310,000 43,800.00 21,900.00
20 320,000 310,000 〜 330,000 46,720.00 23,360.00
21 340,000 330,000 〜 350,000 49,640.00 24,820.00
22 360,000 350,000 〜 370,000 52,560.00 26,280.00
23 380,000 370,000 〜 395,000 55,480.00 27,740.00
24 410,000 395,000 〜 425,000 59,860.00 29,930.00
25 440,000 425,000 〜 455,000 64,240.00 32,120.00
26 470,000 455,000 〜 485,000 68,620.00 34,310.00
27 500,000 485,000 〜 515,000 73,000.00 36,500.00
28 530,000 515,000 〜 545,000 77,380.00 38,690.00
29 560,000 545,000 〜 575,000 81,760.00 40,880.00
30 590,000 575,000 〜 605,000 86,140.00 43,070.00
31 620,000 605,000 〜 90,520.00 45,260.00

○平成29年9⽉分（１0⽉納付分）からの厚⽣年⾦保険料額表
厚⽣年⾦保険料率：平成29年9⽉分 〜 適⽤

【厚⽣年⾦保険】厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⼀般・坑内員の被保険者の⽅

標準報酬
報酬月額

免除保険料率

3.7％

厚⽣年⾦保険料率

14.600％

等級 月額 全額 折半額

(単位:円）

  厚⽣年⾦基⾦に加⼊している⽅の厚⽣年⾦保険料率は、⼀般・坑内員の被保険者の⽅の本来の保険料率である「１8.300％」から
※厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⽅の厚⽣年⾦保険料率について

 を乗じて得た額の総額となります。

 免除保険料率（２.４％〜５.０％）を控除した率となり、加⼊する基⾦ごとに異なります。免除保険料率については、加⼊する
 厚⽣年⾦基⾦にお問い合わせください。

  賞与に係る保険料は、標準賞与額に保険料率を乗じた額となります。（保険料率は、標準報酬⽉額にかかる保険料と同じです。）
  標準賞与額は、各被保険者の賞与額から１，０００円未満の端数を切り捨てた額となっています。
  また、標準賞与額には上限が定められており、厚⽣年⾦保険と⼦ども・⼦育て拠出⾦は１ヶ⽉あたり１５０万円が上限となります。

○⼦ども・⼦育て拠出⾦について
  厚⽣年⾦保険の被保険者を使⽤する事業主の⽅は、児童⼿当の⽀給に要する費⽤等として⼦ども・⼦育て拠出⾦を全額負担いただくこ
 とになります。

※平成29年4⽉から、⼦ども・⼦育て拠出⾦率が1,000分の2.3（0.23%）に改定されました。
〇賞与に係る保険料について
  賞与に係る保険料額を算出する場合は、上記の「保険料額表」は使⽤できません。

※平成２９年９⽉分（１０⽉納付分）から、⼀般の被保険者と坑内員の被保険者の⽅の厚⽣年⾦保険料率が同率となりました。

 ②被保険者が、被保険者負担分を事業主の⽅に現⾦で⽀払う場合

 ある場合は、その端数を切り捨てた額になります。

  この⼦ども・⼦育て拠出⾦の額は、被保険者個々の厚⽣年⾦保険の標準報酬⽉額及び標準賞与額に、拠出⾦率（１０００分の２．３）

〇被保険者が負担する保険料（以下「被保険者負担分」）に円未満の端数がある場合について
 ①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合
  被保険者負担分の端数が、５０銭以下のときはその端数は切り捨てし、５０銭を超える場合は切り上げして１円となります。

  被保険者負担分の端数が、５０銭未満のときはその端数は切り捨てし、５０銭以上のときは切り上げして１円となります。
 ※事業主と被保険者との間で特約がある場合は、その特約に基づき端数処理をすることができます。

○納⼊告知書の保険料額について
  納⼊告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した額になります。ただし、その合算した額に、円未満の端数が



円以上 円未満
1 88,000 〜 93,000 12,760.00 6,380.00
2 98,000 93,000 〜 101,000 14,210.00 7,105.00
3 104,000 101,000 〜 107,000 15,080.00 7,540.00
4 110,000 107,000 〜 114,000 15,950.00 7,975.00
5 118,000 114,000 〜 122,000 17,110.00 8,555.00
6 126,000 122,000 〜 130,000 18,270.00 9,135.00
7 134,000 130,000 〜 138,000 19,430.00 9,715.00
8 142,000 138,000 〜 146,000 20,590.00 10,295.00
9 150,000 146,000 〜 155,000 21,750.00 10,875.00
10 160,000 155,000 〜 165,000 23,200.00 11,600.00
11 170,000 165,000 〜 175,000 24,650.00 12,325.00
12 180,000 175,000 〜 185,000 26,100.00 13,050.00
13 190,000 185,000 〜 195,000 27,550.00 13,775.00
14 200,000 195,000 〜 210,000 29,000.00 14,500.00
15 220,000 210,000 〜 230,000 31,900.00 15,950.00
16 240,000 230,000 〜 250,000 34,800.00 17,400.00
17 260,000 250,000 〜 270,000 37,700.00 18,850.00
18 280,000 270,000 〜 290,000 40,600.00 20,300.00
19 300,000 290,000 〜 310,000 43,500.00 21,750.00
20 320,000 310,000 〜 330,000 46,400.00 23,200.00
21 340,000 330,000 〜 350,000 49,300.00 24,650.00
22 360,000 350,000 〜 370,000 52,200.00 26,100.00
23 380,000 370,000 〜 395,000 55,100.00 27,550.00
24 410,000 395,000 〜 425,000 59,450.00 29,725.00
25 440,000 425,000 〜 455,000 63,800.00 31,900.00
26 470,000 455,000 〜 485,000 68,150.00 34,075.00
27 500,000 485,000 〜 515,000 72,500.00 36,250.00
28 530,000 515,000 〜 545,000 76,850.00 38,425.00
29 560,000 545,000 〜 575,000 81,200.00 40,600.00
30 590,000 575,000 〜 605,000 85,550.00 42,775.00
31 620,000 605,000 〜 89,900.00 44,950.00

○平成29年9⽉分（１0⽉納付分）からの厚⽣年⾦保険料額表
厚⽣年⾦保険料率：平成29年9⽉分 〜 適⽤

【厚⽣年⾦保険】厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⼀般・坑内員の被保険者の⽅

標準報酬
報酬月額

免除保険料率

3.8％

厚⽣年⾦保険料率

14.500％

等級 月額 全額 折半額

(単位:円）

  厚⽣年⾦基⾦に加⼊している⽅の厚⽣年⾦保険料率は、⼀般・坑内員の被保険者の⽅の本来の保険料率である「１8.300％」から
※厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⽅の厚⽣年⾦保険料率について

 を乗じて得た額の総額となります。

 免除保険料率（２.４％〜５.０％）を控除した率となり、加⼊する基⾦ごとに異なります。免除保険料率については、加⼊する
 厚⽣年⾦基⾦にお問い合わせください。

  賞与に係る保険料は、標準賞与額に保険料率を乗じた額となります。（保険料率は、標準報酬⽉額にかかる保険料と同じです。）
  標準賞与額は、各被保険者の賞与額から１，０００円未満の端数を切り捨てた額となっています。
  また、標準賞与額には上限が定められており、厚⽣年⾦保険と⼦ども・⼦育て拠出⾦は１ヶ⽉あたり１５０万円が上限となります。

○⼦ども・⼦育て拠出⾦について
  厚⽣年⾦保険の被保険者を使⽤する事業主の⽅は、児童⼿当の⽀給に要する費⽤等として⼦ども・⼦育て拠出⾦を全額負担いただくこ
 とになります。

※平成29年4⽉から、⼦ども・⼦育て拠出⾦率が1,000分の2.3（0.23%）に改定されました。
〇賞与に係る保険料について
  賞与に係る保険料額を算出する場合は、上記の「保険料額表」は使⽤できません。

※平成２９年９⽉分（１０⽉納付分）から、⼀般の被保険者と坑内員の被保険者の⽅の厚⽣年⾦保険料率が同率となりました。

 ②被保険者が、被保険者負担分を事業主の⽅に現⾦で⽀払う場合

 ある場合は、その端数を切り捨てた額になります。

  この⼦ども・⼦育て拠出⾦の額は、被保険者個々の厚⽣年⾦保険の標準報酬⽉額及び標準賞与額に、拠出⾦率（１０００分の２．３）

〇被保険者が負担する保険料（以下「被保険者負担分」）に円未満の端数がある場合について
 ①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合
  被保険者負担分の端数が、５０銭以下のときはその端数は切り捨てし、５０銭を超える場合は切り上げして１円となります。

  被保険者負担分の端数が、５０銭未満のときはその端数は切り捨てし、５０銭以上のときは切り上げして１円となります。
 ※事業主と被保険者との間で特約がある場合は、その特約に基づき端数処理をすることができます。

○納⼊告知書の保険料額について
  納⼊告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した額になります。ただし、その合算した額に、円未満の端数が



円以上 円未満
1 88,000 〜 93,000 12,672.00 6,336.00
2 98,000 93,000 〜 101,000 14,112.00 7,056.00
3 104,000 101,000 〜 107,000 14,976.00 7,488.00
4 110,000 107,000 〜 114,000 15,840.00 7,920.00
5 118,000 114,000 〜 122,000 16,992.00 8,496.00
6 126,000 122,000 〜 130,000 18,144.00 9,072.00
7 134,000 130,000 〜 138,000 19,296.00 9,648.00
8 142,000 138,000 〜 146,000 20,448.00 10,224.00
9 150,000 146,000 〜 155,000 21,600.00 10,800.00
10 160,000 155,000 〜 165,000 23,040.00 11,520.00
11 170,000 165,000 〜 175,000 24,480.00 12,240.00
12 180,000 175,000 〜 185,000 25,920.00 12,960.00
13 190,000 185,000 〜 195,000 27,360.00 13,680.00
14 200,000 195,000 〜 210,000 28,800.00 14,400.00
15 220,000 210,000 〜 230,000 31,680.00 15,840.00
16 240,000 230,000 〜 250,000 34,560.00 17,280.00
17 260,000 250,000 〜 270,000 37,440.00 18,720.00
18 280,000 270,000 〜 290,000 40,320.00 20,160.00
19 300,000 290,000 〜 310,000 43,200.00 21,600.00
20 320,000 310,000 〜 330,000 46,080.00 23,040.00
21 340,000 330,000 〜 350,000 48,960.00 24,480.00
22 360,000 350,000 〜 370,000 51,840.00 25,920.00
23 380,000 370,000 〜 395,000 54,720.00 27,360.00
24 410,000 395,000 〜 425,000 59,040.00 29,520.00
25 440,000 425,000 〜 455,000 63,360.00 31,680.00
26 470,000 455,000 〜 485,000 67,680.00 33,840.00
27 500,000 485,000 〜 515,000 72,000.00 36,000.00
28 530,000 515,000 〜 545,000 76,320.00 38,160.00
29 560,000 545,000 〜 575,000 80,640.00 40,320.00
30 590,000 575,000 〜 605,000 84,960.00 42,480.00
31 620,000 605,000 〜 89,280.00 44,640.00

○平成29年9⽉分（１0⽉納付分）からの厚⽣年⾦保険料額表
厚⽣年⾦保険料率：平成29年9⽉分 〜 適⽤

【厚⽣年⾦保険】厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⼀般・坑内員の被保険者の⽅

標準報酬
報酬月額

免除保険料率

3.9％

厚⽣年⾦保険料率

14.400％

等級 月額 全額 折半額

(単位:円）

  厚⽣年⾦基⾦に加⼊している⽅の厚⽣年⾦保険料率は、⼀般・坑内員の被保険者の⽅の本来の保険料率である「１8.300％」から
※厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⽅の厚⽣年⾦保険料率について

 を乗じて得た額の総額となります。

 免除保険料率（２.４％〜５.０％）を控除した率となり、加⼊する基⾦ごとに異なります。免除保険料率については、加⼊する
 厚⽣年⾦基⾦にお問い合わせください。

  賞与に係る保険料は、標準賞与額に保険料率を乗じた額となります。（保険料率は、標準報酬⽉額にかかる保険料と同じです。）
  標準賞与額は、各被保険者の賞与額から１，０００円未満の端数を切り捨てた額となっています。
  また、標準賞与額には上限が定められており、厚⽣年⾦保険と⼦ども・⼦育て拠出⾦は１ヶ⽉あたり１５０万円が上限となります。

○⼦ども・⼦育て拠出⾦について
  厚⽣年⾦保険の被保険者を使⽤する事業主の⽅は、児童⼿当の⽀給に要する費⽤等として⼦ども・⼦育て拠出⾦を全額負担いただくこ
 とになります。

※平成29年4⽉から、⼦ども・⼦育て拠出⾦率が1,000分の2.3（0.23%）に改定されました。
〇賞与に係る保険料について
  賞与に係る保険料額を算出する場合は、上記の「保険料額表」は使⽤できません。

※平成２９年９⽉分（１０⽉納付分）から、⼀般の被保険者と坑内員の被保険者の⽅の厚⽣年⾦保険料率が同率となりました。

 ②被保険者が、被保険者負担分を事業主の⽅に現⾦で⽀払う場合

 ある場合は、その端数を切り捨てた額になります。

  この⼦ども・⼦育て拠出⾦の額は、被保険者個々の厚⽣年⾦保険の標準報酬⽉額及び標準賞与額に、拠出⾦率（１０００分の２．３）

〇被保険者が負担する保険料（以下「被保険者負担分」）に円未満の端数がある場合について
 ①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合
  被保険者負担分の端数が、５０銭以下のときはその端数は切り捨てし、５０銭を超える場合は切り上げして１円となります。

  被保険者負担分の端数が、５０銭未満のときはその端数は切り捨てし、５０銭以上のときは切り上げして１円となります。
 ※事業主と被保険者との間で特約がある場合は、その特約に基づき端数処理をすることができます。

○納⼊告知書の保険料額について
  納⼊告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した額になります。ただし、その合算した額に、円未満の端数が



円以上 円未満
1 88,000 〜 93,000 12,584.00 6,292.00
2 98,000 93,000 〜 101,000 14,014.00 7,007.00
3 104,000 101,000 〜 107,000 14,872.00 7,436.00
4 110,000 107,000 〜 114,000 15,730.00 7,865.00
5 118,000 114,000 〜 122,000 16,874.00 8,437.00
6 126,000 122,000 〜 130,000 18,018.00 9,009.00
7 134,000 130,000 〜 138,000 19,162.00 9,581.00
8 142,000 138,000 〜 146,000 20,306.00 10,153.00
9 150,000 146,000 〜 155,000 21,450.00 10,725.00
10 160,000 155,000 〜 165,000 22,880.00 11,440.00
11 170,000 165,000 〜 175,000 24,310.00 12,155.00
12 180,000 175,000 〜 185,000 25,740.00 12,870.00
13 190,000 185,000 〜 195,000 27,170.00 13,585.00
14 200,000 195,000 〜 210,000 28,600.00 14,300.00
15 220,000 210,000 〜 230,000 31,460.00 15,730.00
16 240,000 230,000 〜 250,000 34,320.00 17,160.00
17 260,000 250,000 〜 270,000 37,180.00 18,590.00
18 280,000 270,000 〜 290,000 40,040.00 20,020.00
19 300,000 290,000 〜 310,000 42,900.00 21,450.00
20 320,000 310,000 〜 330,000 45,760.00 22,880.00
21 340,000 330,000 〜 350,000 48,620.00 24,310.00
22 360,000 350,000 〜 370,000 51,480.00 25,740.00
23 380,000 370,000 〜 395,000 54,340.00 27,170.00
24 410,000 395,000 〜 425,000 58,630.00 29,315.00
25 440,000 425,000 〜 455,000 62,920.00 31,460.00
26 470,000 455,000 〜 485,000 67,210.00 33,605.00
27 500,000 485,000 〜 515,000 71,500.00 35,750.00
28 530,000 515,000 〜 545,000 75,790.00 37,895.00
29 560,000 545,000 〜 575,000 80,080.00 40,040.00
30 590,000 575,000 〜 605,000 84,370.00 42,185.00
31 620,000 605,000 〜 88,660.00 44,330.00

○平成29年9⽉分（１0⽉納付分）からの厚⽣年⾦保険料額表
厚⽣年⾦保険料率：平成29年9⽉分 〜 適⽤

【厚⽣年⾦保険】厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⼀般・坑内員の被保険者の⽅

標準報酬
報酬月額

免除保険料率

4.0％

厚⽣年⾦保険料率

14.300％

等級 月額 全額 折半額

(単位:円）

  厚⽣年⾦基⾦に加⼊している⽅の厚⽣年⾦保険料率は、⼀般・坑内員の被保険者の⽅の本来の保険料率である「１8.300％」から
※厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⽅の厚⽣年⾦保険料率について

 を乗じて得た額の総額となります。

 免除保険料率（２.４％〜５.０％）を控除した率となり、加⼊する基⾦ごとに異なります。免除保険料率については、加⼊する
 厚⽣年⾦基⾦にお問い合わせください。

  賞与に係る保険料は、標準賞与額に保険料率を乗じた額となります。（保険料率は、標準報酬⽉額にかかる保険料と同じです。）
  標準賞与額は、各被保険者の賞与額から１，０００円未満の端数を切り捨てた額となっています。
  また、標準賞与額には上限が定められており、厚⽣年⾦保険と⼦ども・⼦育て拠出⾦は１ヶ⽉あたり１５０万円が上限となります。

○⼦ども・⼦育て拠出⾦について
  厚⽣年⾦保険の被保険者を使⽤する事業主の⽅は、児童⼿当の⽀給に要する費⽤等として⼦ども・⼦育て拠出⾦を全額負担いただくこ
 とになります。

※平成29年4⽉から、⼦ども・⼦育て拠出⾦率が1,000分の2.3（0.23%）に改定されました。
〇賞与に係る保険料について
  賞与に係る保険料額を算出する場合は、上記の「保険料額表」は使⽤できません。

※平成２９年９⽉分（１０⽉納付分）から、⼀般の被保険者と坑内員の被保険者の⽅の厚⽣年⾦保険料率が同率となりました。

 ②被保険者が、被保険者負担分を事業主の⽅に現⾦で⽀払う場合

 ある場合は、その端数を切り捨てた額になります。

  この⼦ども・⼦育て拠出⾦の額は、被保険者個々の厚⽣年⾦保険の標準報酬⽉額及び標準賞与額に、拠出⾦率（１０００分の２．３）

〇被保険者が負担する保険料（以下「被保険者負担分」）に円未満の端数がある場合について
 ①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合
  被保険者負担分の端数が、５０銭以下のときはその端数は切り捨てし、５０銭を超える場合は切り上げして１円となります。

  被保険者負担分の端数が、５０銭未満のときはその端数は切り捨てし、５０銭以上のときは切り上げして１円となります。
 ※事業主と被保険者との間で特約がある場合は、その特約に基づき端数処理をすることができます。

○納⼊告知書の保険料額について
  納⼊告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した額になります。ただし、その合算した額に、円未満の端数が



円以上 円未満
1 88,000 〜 93,000 12,496.00 6,248.00
2 98,000 93,000 〜 101,000 13,916.00 6,958.00
3 104,000 101,000 〜 107,000 14,768.00 7,384.00
4 110,000 107,000 〜 114,000 15,620.00 7,810.00
5 118,000 114,000 〜 122,000 16,756.00 8,378.00
6 126,000 122,000 〜 130,000 17,892.00 8,946.00
7 134,000 130,000 〜 138,000 19,028.00 9,514.00
8 142,000 138,000 〜 146,000 20,164.00 10,082.00
9 150,000 146,000 〜 155,000 21,300.00 10,650.00
10 160,000 155,000 〜 165,000 22,720.00 11,360.00
11 170,000 165,000 〜 175,000 24,140.00 12,070.00
12 180,000 175,000 〜 185,000 25,560.00 12,780.00
13 190,000 185,000 〜 195,000 26,980.00 13,490.00
14 200,000 195,000 〜 210,000 28,400.00 14,200.00
15 220,000 210,000 〜 230,000 31,240.00 15,620.00
16 240,000 230,000 〜 250,000 34,080.00 17,040.00
17 260,000 250,000 〜 270,000 36,920.00 18,460.00
18 280,000 270,000 〜 290,000 39,760.00 19,880.00
19 300,000 290,000 〜 310,000 42,600.00 21,300.00
20 320,000 310,000 〜 330,000 45,440.00 22,720.00
21 340,000 330,000 〜 350,000 48,280.00 24,140.00
22 360,000 350,000 〜 370,000 51,120.00 25,560.00
23 380,000 370,000 〜 395,000 53,960.00 26,980.00
24 410,000 395,000 〜 425,000 58,220.00 29,110.00
25 440,000 425,000 〜 455,000 62,480.00 31,240.00
26 470,000 455,000 〜 485,000 66,740.00 33,370.00
27 500,000 485,000 〜 515,000 71,000.00 35,500.00
28 530,000 515,000 〜 545,000 75,260.00 37,630.00
29 560,000 545,000 〜 575,000 79,520.00 39,760.00
30 590,000 575,000 〜 605,000 83,780.00 41,890.00
31 620,000 605,000 〜 88,040.00 44,020.00

○平成29年9⽉分（１0⽉納付分）からの厚⽣年⾦保険料額表
厚⽣年⾦保険料率：平成29年9⽉分 〜 適⽤

【厚⽣年⾦保険】厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⼀般・坑内員の被保険者の⽅

標準報酬
報酬月額

免除保険料率

4.1％

厚⽣年⾦保険料率

14.200％

等級 月額 全額 折半額

(単位:円）

  厚⽣年⾦基⾦に加⼊している⽅の厚⽣年⾦保険料率は、⼀般・坑内員の被保険者の⽅の本来の保険料率である「１8.300％」から
※厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⽅の厚⽣年⾦保険料率について

 を乗じて得た額の総額となります。

 免除保険料率（２.４％〜５.０％）を控除した率となり、加⼊する基⾦ごとに異なります。免除保険料率については、加⼊する
 厚⽣年⾦基⾦にお問い合わせください。

  賞与に係る保険料は、標準賞与額に保険料率を乗じた額となります。（保険料率は、標準報酬⽉額にかかる保険料と同じです。）
  標準賞与額は、各被保険者の賞与額から１，０００円未満の端数を切り捨てた額となっています。
  また、標準賞与額には上限が定められており、厚⽣年⾦保険と⼦ども・⼦育て拠出⾦は１ヶ⽉あたり１５０万円が上限となります。

○⼦ども・⼦育て拠出⾦について
  厚⽣年⾦保険の被保険者を使⽤する事業主の⽅は、児童⼿当の⽀給に要する費⽤等として⼦ども・⼦育て拠出⾦を全額負担いただくこ
 とになります。

※平成29年4⽉から、⼦ども・⼦育て拠出⾦率が1,000分の2.3（0.23%）に改定されました。
〇賞与に係る保険料について
  賞与に係る保険料額を算出する場合は、上記の「保険料額表」は使⽤できません。

※平成２９年９⽉分（１０⽉納付分）から、⼀般の被保険者と坑内員の被保険者の⽅の厚⽣年⾦保険料率が同率となりました。

 ②被保険者が、被保険者負担分を事業主の⽅に現⾦で⽀払う場合

 ある場合は、その端数を切り捨てた額になります。

  この⼦ども・⼦育て拠出⾦の額は、被保険者個々の厚⽣年⾦保険の標準報酬⽉額及び標準賞与額に、拠出⾦率（１０００分の２．３）

〇被保険者が負担する保険料（以下「被保険者負担分」）に円未満の端数がある場合について
 ①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合
  被保険者負担分の端数が、５０銭以下のときはその端数は切り捨てし、５０銭を超える場合は切り上げして１円となります。

  被保険者負担分の端数が、５０銭未満のときはその端数は切り捨てし、５０銭以上のときは切り上げして１円となります。
 ※事業主と被保険者との間で特約がある場合は、その特約に基づき端数処理をすることができます。

○納⼊告知書の保険料額について
  納⼊告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した額になります。ただし、その合算した額に、円未満の端数が



円以上 円未満
1 88,000 〜 93,000 12,408.00 6,204.00
2 98,000 93,000 〜 101,000 13,818.00 6,909.00
3 104,000 101,000 〜 107,000 14,664.00 7,332.00
4 110,000 107,000 〜 114,000 15,510.00 7,755.00
5 118,000 114,000 〜 122,000 16,638.00 8,319.00
6 126,000 122,000 〜 130,000 17,766.00 8,883.00
7 134,000 130,000 〜 138,000 18,894.00 9,447.00
8 142,000 138,000 〜 146,000 20,022.00 10,011.00
9 150,000 146,000 〜 155,000 21,150.00 10,575.00
10 160,000 155,000 〜 165,000 22,560.00 11,280.00
11 170,000 165,000 〜 175,000 23,970.00 11,985.00
12 180,000 175,000 〜 185,000 25,380.00 12,690.00
13 190,000 185,000 〜 195,000 26,790.00 13,395.00
14 200,000 195,000 〜 210,000 28,200.00 14,100.00
15 220,000 210,000 〜 230,000 31,020.00 15,510.00
16 240,000 230,000 〜 250,000 33,840.00 16,920.00
17 260,000 250,000 〜 270,000 36,660.00 18,330.00
18 280,000 270,000 〜 290,000 39,480.00 19,740.00
19 300,000 290,000 〜 310,000 42,300.00 21,150.00
20 320,000 310,000 〜 330,000 45,120.00 22,560.00
21 340,000 330,000 〜 350,000 47,940.00 23,970.00
22 360,000 350,000 〜 370,000 50,760.00 25,380.00
23 380,000 370,000 〜 395,000 53,580.00 26,790.00
24 410,000 395,000 〜 425,000 57,810.00 28,905.00
25 440,000 425,000 〜 455,000 62,040.00 31,020.00
26 470,000 455,000 〜 485,000 66,270.00 33,135.00
27 500,000 485,000 〜 515,000 70,500.00 35,250.00
28 530,000 515,000 〜 545,000 74,730.00 37,365.00
29 560,000 545,000 〜 575,000 78,960.00 39,480.00
30 590,000 575,000 〜 605,000 83,190.00 41,595.00
31 620,000 605,000 〜 87,420.00 43,710.00

○平成29年9⽉分（１0⽉納付分）からの厚⽣年⾦保険料額表
厚⽣年⾦保険料率：平成29年9⽉分 〜 適⽤

【厚⽣年⾦保険】厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⼀般・坑内員の被保険者の⽅

標準報酬
報酬月額

免除保険料率

4.2％

厚⽣年⾦保険料率

14.100％

等級 月額 全額 折半額

(単位:円）

  厚⽣年⾦基⾦に加⼊している⽅の厚⽣年⾦保険料率は、⼀般・坑内員の被保険者の⽅の本来の保険料率である「１8.300％」から
※厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⽅の厚⽣年⾦保険料率について

 を乗じて得た額の総額となります。

 免除保険料率（２.４％〜５.０％）を控除した率となり、加⼊する基⾦ごとに異なります。免除保険料率については、加⼊する
 厚⽣年⾦基⾦にお問い合わせください。

  賞与に係る保険料は、標準賞与額に保険料率を乗じた額となります。（保険料率は、標準報酬⽉額にかかる保険料と同じです。）
  標準賞与額は、各被保険者の賞与額から１，０００円未満の端数を切り捨てた額となっています。
  また、標準賞与額には上限が定められており、厚⽣年⾦保険と⼦ども・⼦育て拠出⾦は１ヶ⽉あたり１５０万円が上限となります。

○⼦ども・⼦育て拠出⾦について
  厚⽣年⾦保険の被保険者を使⽤する事業主の⽅は、児童⼿当の⽀給に要する費⽤等として⼦ども・⼦育て拠出⾦を全額負担いただくこ
 とになります。

※平成29年4⽉から、⼦ども・⼦育て拠出⾦率が1,000分の2.3（0.23%）に改定されました。
〇賞与に係る保険料について
  賞与に係る保険料額を算出する場合は、上記の「保険料額表」は使⽤できません。

※平成２９年９⽉分（１０⽉納付分）から、⼀般の被保険者と坑内員の被保険者の⽅の厚⽣年⾦保険料率が同率となりました。

 ②被保険者が、被保険者負担分を事業主の⽅に現⾦で⽀払う場合

 ある場合は、その端数を切り捨てた額になります。

  この⼦ども・⼦育て拠出⾦の額は、被保険者個々の厚⽣年⾦保険の標準報酬⽉額及び標準賞与額に、拠出⾦率（１０００分の２．３）

〇被保険者が負担する保険料（以下「被保険者負担分」）に円未満の端数がある場合について
 ①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合
  被保険者負担分の端数が、５０銭以下のときはその端数は切り捨てし、５０銭を超える場合は切り上げして１円となります。

  被保険者負担分の端数が、５０銭未満のときはその端数は切り捨てし、５０銭以上のときは切り上げして１円となります。
 ※事業主と被保険者との間で特約がある場合は、その特約に基づき端数処理をすることができます。

○納⼊告知書の保険料額について
  納⼊告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した額になります。ただし、その合算した額に、円未満の端数が



円以上 円未満
1 88,000 〜 93,000 12,320.00 6,160.00
2 98,000 93,000 〜 101,000 13,720.00 6,860.00
3 104,000 101,000 〜 107,000 14,560.00 7,280.00
4 110,000 107,000 〜 114,000 15,400.00 7,700.00
5 118,000 114,000 〜 122,000 16,520.00 8,260.00
6 126,000 122,000 〜 130,000 17,640.00 8,820.00
7 134,000 130,000 〜 138,000 18,760.00 9,380.00
8 142,000 138,000 〜 146,000 19,880.00 9,940.00
9 150,000 146,000 〜 155,000 21,000.00 10,500.00
10 160,000 155,000 〜 165,000 22,400.00 11,200.00
11 170,000 165,000 〜 175,000 23,800.00 11,900.00
12 180,000 175,000 〜 185,000 25,200.00 12,600.00
13 190,000 185,000 〜 195,000 26,600.00 13,300.00
14 200,000 195,000 〜 210,000 28,000.00 14,000.00
15 220,000 210,000 〜 230,000 30,800.00 15,400.00
16 240,000 230,000 〜 250,000 33,600.00 16,800.00
17 260,000 250,000 〜 270,000 36,400.00 18,200.00
18 280,000 270,000 〜 290,000 39,200.00 19,600.00
19 300,000 290,000 〜 310,000 42,000.00 21,000.00
20 320,000 310,000 〜 330,000 44,800.00 22,400.00
21 340,000 330,000 〜 350,000 47,600.00 23,800.00
22 360,000 350,000 〜 370,000 50,400.00 25,200.00
23 380,000 370,000 〜 395,000 53,200.00 26,600.00
24 410,000 395,000 〜 425,000 57,400.00 28,700.00
25 440,000 425,000 〜 455,000 61,600.00 30,800.00
26 470,000 455,000 〜 485,000 65,800.00 32,900.00
27 500,000 485,000 〜 515,000 70,000.00 35,000.00
28 530,000 515,000 〜 545,000 74,200.00 37,100.00
29 560,000 545,000 〜 575,000 78,400.00 39,200.00
30 590,000 575,000 〜 605,000 82,600.00 41,300.00
31 620,000 605,000 〜 86,800.00 43,400.00

○平成29年9⽉分（１0⽉納付分）からの厚⽣年⾦保険料額表
厚⽣年⾦保険料率：平成29年9⽉分 〜 適⽤

【厚⽣年⾦保険】厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⼀般・坑内員の被保険者の⽅

標準報酬
報酬月額

免除保険料率

4.3％

厚⽣年⾦保険料率

14.000％

等級 月額 全額 折半額

(単位:円）

  厚⽣年⾦基⾦に加⼊している⽅の厚⽣年⾦保険料率は、⼀般・坑内員の被保険者の⽅の本来の保険料率である「１8.300％」から

※厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⽅の厚⽣年⾦保険料率について

 を乗じて得た額の総額となります。

 免除保険料率（２.４％〜５.０％）を控除した率となり、加⼊する基⾦ごとに異なります。免除保険料率については、加⼊する
 厚⽣年⾦基⾦にお問い合わせください。

  賞与に係る保険料は、標準賞与額に保険料率を乗じた額となります。（保険料率は、標準報酬⽉額にかかる保険料と同じです。）
  標準賞与額は、各被保険者の賞与額から１，０００円未満の端数を切り捨てた額となっています。
  また、標準賞与額には上限が定められており、厚⽣年⾦保険と⼦ども・⼦育て拠出⾦は１ヶ⽉あたり１５０万円が上限となります。

○⼦ども・⼦育て拠出⾦について
  厚⽣年⾦保険の被保険者を使⽤する事業主の⽅は、児童⼿当の⽀給に要する費⽤等として⼦ども・⼦育て拠出⾦を全額負担いただくこ
 とになります。

※平成29年4⽉から、⼦ども・⼦育て拠出⾦率が1,000分の2.3（0.23%）に改定されました。
〇賞与に係る保険料について
  賞与に係る保険料額を算出する場合は、上記の「保険料額表」は使⽤できません。

※平成２９年９⽉分（１０⽉納付分）から、⼀般の被保険者と坑内員の被保険者の⽅の厚⽣年⾦保険料率が同率となりました。

 ②被保険者が、被保険者負担分を事業主の⽅に現⾦で⽀払う場合

 ある場合は、その端数を切り捨てた額になります。

  この⼦ども・⼦育て拠出⾦の額は、被保険者個々の厚⽣年⾦保険の標準報酬⽉額及び標準賞与額に、拠出⾦率（１０００分の２．３）

〇被保険者が負担する保険料（以下「被保険者負担分」）に円未満の端数がある場合について
 ①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合
  被保険者負担分の端数が、５０銭以下のときはその端数は切り捨てし、５０銭を超える場合は切り上げして１円となります。

  被保険者負担分の端数が、５０銭未満のときはその端数は切り捨てし、５０銭以上のときは切り上げして１円となります。
 ※事業主と被保険者との間で特約がある場合は、その特約に基づき端数処理をすることができます。

○納⼊告知書の保険料額について
  納⼊告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した額になります。ただし、その合算した額に、円未満の端数が



円以上 円未満
1 88,000 〜 93,000 12,232.00 6,116.00
2 98,000 93,000 〜 101,000 13,622.00 6,811.00
3 104,000 101,000 〜 107,000 14,456.00 7,228.00
4 110,000 107,000 〜 114,000 15,290.00 7,645.00
5 118,000 114,000 〜 122,000 16,402.00 8,201.00
6 126,000 122,000 〜 130,000 17,514.00 8,757.00
7 134,000 130,000 〜 138,000 18,626.00 9,313.00
8 142,000 138,000 〜 146,000 19,738.00 9,869.00
9 150,000 146,000 〜 155,000 20,850.00 10,425.00
10 160,000 155,000 〜 165,000 22,240.00 11,120.00
11 170,000 165,000 〜 175,000 23,630.00 11,815.00
12 180,000 175,000 〜 185,000 25,020.00 12,510.00
13 190,000 185,000 〜 195,000 26,410.00 13,205.00
14 200,000 195,000 〜 210,000 27,800.00 13,900.00
15 220,000 210,000 〜 230,000 30,580.00 15,290.00
16 240,000 230,000 〜 250,000 33,360.00 16,680.00
17 260,000 250,000 〜 270,000 36,140.00 18,070.00
18 280,000 270,000 〜 290,000 38,920.00 19,460.00
19 300,000 290,000 〜 310,000 41,700.00 20,850.00
20 320,000 310,000 〜 330,000 44,480.00 22,240.00
21 340,000 330,000 〜 350,000 47,260.00 23,630.00
22 360,000 350,000 〜 370,000 50,040.00 25,020.00
23 380,000 370,000 〜 395,000 52,820.00 26,410.00
24 410,000 395,000 〜 425,000 56,990.00 28,495.00
25 440,000 425,000 〜 455,000 61,160.00 30,580.00
26 470,000 455,000 〜 485,000 65,330.00 32,665.00
27 500,000 485,000 〜 515,000 69,500.00 34,750.00
28 530,000 515,000 〜 545,000 73,670.00 36,835.00
29 560,000 545,000 〜 575,000 77,840.00 38,920.00
30 590,000 575,000 〜 605,000 82,010.00 41,005.00
31 620,000 605,000 〜 86,180.00 43,090.00

○平成29年9⽉分（１0⽉納付分）からの厚⽣年⾦保険料額表
厚⽣年⾦保険料率：平成29年9⽉分 〜 適⽤

【厚⽣年⾦保険】厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⼀般・坑内員の被保険者の⽅

標準報酬
報酬月額

免除保険料率

4.4％

厚⽣年⾦保険料率

13.900％

等級 月額 全額 折半額

(単位:円）

  厚⽣年⾦基⾦に加⼊している⽅の厚⽣年⾦保険料率は、⼀般・坑内員の被保険者の⽅の本来の保険料率である「１8.300％」から

※厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⽅の厚⽣年⾦保険料率について

 を乗じて得た額の総額となります。

 免除保険料率（２.４％〜５.０％）を控除した率となり、加⼊する基⾦ごとに異なります。免除保険料率については、加⼊する
 厚⽣年⾦基⾦にお問い合わせください。

  賞与に係る保険料は、標準賞与額に保険料率を乗じた額となります。（保険料率は、標準報酬⽉額にかかる保険料と同じです。）
  標準賞与額は、各被保険者の賞与額から１，０００円未満の端数を切り捨てた額となっています。
  また、標準賞与額には上限が定められており、厚⽣年⾦保険と⼦ども・⼦育て拠出⾦は１ヶ⽉あたり１５０万円が上限となります。

○⼦ども・⼦育て拠出⾦について
  厚⽣年⾦保険の被保険者を使⽤する事業主の⽅は、児童⼿当の⽀給に要する費⽤等として⼦ども・⼦育て拠出⾦を全額負担いただくこ
 とになります。

※平成29年4⽉から、⼦ども・⼦育て拠出⾦率が1,000分の2.3（0.23%）に改定されました。
〇賞与に係る保険料について
  賞与に係る保険料額を算出する場合は、上記の「保険料額表」は使⽤できません。

※平成２９年９⽉分（１０⽉納付分）から、⼀般の被保険者と坑内員の被保険者の⽅の厚⽣年⾦保険料率が同率となりました。

 ②被保険者が、被保険者負担分を事業主の⽅に現⾦で⽀払う場合

 ある場合は、その端数を切り捨てた額になります。

  この⼦ども・⼦育て拠出⾦の額は、被保険者個々の厚⽣年⾦保険の標準報酬⽉額及び標準賞与額に、拠出⾦率（１０００分の２．３）

〇被保険者が負担する保険料（以下「被保険者負担分」）に円未満の端数がある場合について
 ①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合
  被保険者負担分の端数が、５０銭以下のときはその端数は切り捨てし、５０銭を超える場合は切り上げして１円となります。

  被保険者負担分の端数が、５０銭未満のときはその端数は切り捨てし、５０銭以上のときは切り上げして１円となります。
 ※事業主と被保険者との間で特約がある場合は、その特約に基づき端数処理をすることができます。

○納⼊告知書の保険料額について
  納⼊告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した額になります。ただし、その合算した額に、円未満の端数が



円以上 円未満
1 88,000 〜 93,000 12,144.00 6,072.00
2 98,000 93,000 〜 101,000 13,524.00 6,762.00
3 104,000 101,000 〜 107,000 14,352.00 7,176.00
4 110,000 107,000 〜 114,000 15,180.00 7,590.00
5 118,000 114,000 〜 122,000 16,284.00 8,142.00
6 126,000 122,000 〜 130,000 17,388.00 8,694.00
7 134,000 130,000 〜 138,000 18,492.00 9,246.00
8 142,000 138,000 〜 146,000 19,596.00 9,798.00
9 150,000 146,000 〜 155,000 20,700.00 10,350.00
10 160,000 155,000 〜 165,000 22,080.00 11,040.00
11 170,000 165,000 〜 175,000 23,460.00 11,730.00
12 180,000 175,000 〜 185,000 24,840.00 12,420.00
13 190,000 185,000 〜 195,000 26,220.00 13,110.00
14 200,000 195,000 〜 210,000 27,600.00 13,800.00
15 220,000 210,000 〜 230,000 30,360.00 15,180.00
16 240,000 230,000 〜 250,000 33,120.00 16,560.00
17 260,000 250,000 〜 270,000 35,880.00 17,940.00
18 280,000 270,000 〜 290,000 38,640.00 19,320.00
19 300,000 290,000 〜 310,000 41,400.00 20,700.00
20 320,000 310,000 〜 330,000 44,160.00 22,080.00
21 340,000 330,000 〜 350,000 46,920.00 23,460.00
22 360,000 350,000 〜 370,000 49,680.00 24,840.00
23 380,000 370,000 〜 395,000 52,440.00 26,220.00
24 410,000 395,000 〜 425,000 56,580.00 28,290.00
25 440,000 425,000 〜 455,000 60,720.00 30,360.00
26 470,000 455,000 〜 485,000 64,860.00 32,430.00
27 500,000 485,000 〜 515,000 69,000.00 34,500.00
28 530,000 515,000 〜 545,000 73,140.00 36,570.00
29 560,000 545,000 〜 575,000 77,280.00 38,640.00
30 590,000 575,000 〜 605,000 81,420.00 40,710.00
31 620,000 605,000 〜 85,560.00 42,780.00

○平成29年9⽉分（１0⽉納付分）からの厚⽣年⾦保険料額表
厚⽣年⾦保険料率：平成29年9⽉分 〜 適⽤

【厚⽣年⾦保険】厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⼀般・坑内員の被保険者の⽅

標準報酬
報酬月額

免除保険料率

4.5％

厚⽣年⾦保険料率

13.800％

等級 月額 全額 折半額

(単位:円）

  厚⽣年⾦基⾦に加⼊している⽅の厚⽣年⾦保険料率は、⼀般・坑内員の被保険者の⽅の本来の保険料率である「１8.300％」から
※厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⽅の厚⽣年⾦保険料率について

 を乗じて得た額の総額となります。

 免除保険料率（２.４％〜５.０％）を控除した率となり、加⼊する基⾦ごとに異なります。免除保険料率については、加⼊する
 厚⽣年⾦基⾦にお問い合わせください。

  賞与に係る保険料は、標準賞与額に保険料率を乗じた額となります。（保険料率は、標準報酬⽉額にかかる保険料と同じです。）
  標準賞与額は、各被保険者の賞与額から１，０００円未満の端数を切り捨てた額となっています。
  また、標準賞与額には上限が定められており、厚⽣年⾦保険と⼦ども・⼦育て拠出⾦は１ヶ⽉あたり１５０万円が上限となります。

○⼦ども・⼦育て拠出⾦について
  厚⽣年⾦保険の被保険者を使⽤する事業主の⽅は、児童⼿当の⽀給に要する費⽤等として⼦ども・⼦育て拠出⾦を全額負担いただくこ
 とになります。

※平成29年4⽉から、⼦ども・⼦育て拠出⾦率が1,000分の2.3（0.23%）に改定されました。
〇賞与に係る保険料について
  賞与に係る保険料額を算出する場合は、上記の「保険料額表」は使⽤できません。

※平成２９年９⽉分（１０⽉納付分）から、⼀般の被保険者と坑内員の被保険者の⽅の厚⽣年⾦保険料率が同率となりました。

 ②被保険者が、被保険者負担分を事業主の⽅に現⾦で⽀払う場合

 ある場合は、その端数を切り捨てた額になります。

  この⼦ども・⼦育て拠出⾦の額は、被保険者個々の厚⽣年⾦保険の標準報酬⽉額及び標準賞与額に、拠出⾦率（１０００分の２．３）

〇被保険者が負担する保険料（以下「被保険者負担分」）に円未満の端数がある場合について
 ①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合
  被保険者負担分の端数が、５０銭以下のときはその端数は切り捨てし、５０銭を超える場合は切り上げして１円となります。

  被保険者負担分の端数が、５０銭未満のときはその端数は切り捨てし、５０銭以上のときは切り上げして１円となります。
 ※事業主と被保険者との間で特約がある場合は、その特約に基づき端数処理をすることができます。

○納⼊告知書の保険料額について
  納⼊告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した額になります。ただし、その合算した額に、円未満の端数が



円以上 円未満
1 88,000 〜 93,000 12,056.00 6,028.00
2 98,000 93,000 〜 101,000 13,426.00 6,713.00
3 104,000 101,000 〜 107,000 14,248.00 7,124.00
4 110,000 107,000 〜 114,000 15,070.00 7,535.00
5 118,000 114,000 〜 122,000 16,166.00 8,083.00
6 126,000 122,000 〜 130,000 17,262.00 8,631.00
7 134,000 130,000 〜 138,000 18,358.00 9,179.00
8 142,000 138,000 〜 146,000 19,454.00 9,727.00
9 150,000 146,000 〜 155,000 20,550.00 10,275.00
10 160,000 155,000 〜 165,000 21,920.00 10,960.00
11 170,000 165,000 〜 175,000 23,290.00 11,645.00
12 180,000 175,000 〜 185,000 24,660.00 12,330.00
13 190,000 185,000 〜 195,000 26,030.00 13,015.00
14 200,000 195,000 〜 210,000 27,400.00 13,700.00
15 220,000 210,000 〜 230,000 30,140.00 15,070.00
16 240,000 230,000 〜 250,000 32,880.00 16,440.00
17 260,000 250,000 〜 270,000 35,620.00 17,810.00
18 280,000 270,000 〜 290,000 38,360.00 19,180.00
19 300,000 290,000 〜 310,000 41,100.00 20,550.00
20 320,000 310,000 〜 330,000 43,840.00 21,920.00
21 340,000 330,000 〜 350,000 46,580.00 23,290.00
22 360,000 350,000 〜 370,000 49,320.00 24,660.00
23 380,000 370,000 〜 395,000 52,060.00 26,030.00
24 410,000 395,000 〜 425,000 56,170.00 28,085.00
25 440,000 425,000 〜 455,000 60,280.00 30,140.00
26 470,000 455,000 〜 485,000 64,390.00 32,195.00
27 500,000 485,000 〜 515,000 68,500.00 34,250.00
28 530,000 515,000 〜 545,000 72,610.00 36,305.00
29 560,000 545,000 〜 575,000 76,720.00 38,360.00
30 590,000 575,000 〜 605,000 80,830.00 40,415.00
31 620,000 605,000 〜 84,940.00 42,470.00

○平成29年9⽉分（１0⽉納付分）からの厚⽣年⾦保険料額表
厚⽣年⾦保険料率：平成29年9⽉分 〜 適⽤

【厚⽣年⾦保険】厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⼀般・坑内員の被保険者の⽅

標準報酬
報酬月額

免除保険料率

4.6％

厚⽣年⾦保険料率

13.700％

等級 月額 全額 折半額

(単位:円）

  厚⽣年⾦基⾦に加⼊している⽅の厚⽣年⾦保険料率は、⼀般・坑内員の被保険者の⽅の本来の保険料率である「１8.300％」から
※厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⽅の厚⽣年⾦保険料率について

 を乗じて得た額の総額となります。

 免除保険料率（２.４％〜５.０％）を控除した率となり、加⼊する基⾦ごとに異なります。免除保険料率については、加⼊する
 厚⽣年⾦基⾦にお問い合わせください。

  賞与に係る保険料は、標準賞与額に保険料率を乗じた額となります。（保険料率は、標準報酬⽉額にかかる保険料と同じです。）
  標準賞与額は、各被保険者の賞与額から１，０００円未満の端数を切り捨てた額となっています。
  また、標準賞与額には上限が定められており、厚⽣年⾦保険と⼦ども・⼦育て拠出⾦は１ヶ⽉あたり１５０万円が上限となります。

○⼦ども・⼦育て拠出⾦について
  厚⽣年⾦保険の被保険者を使⽤する事業主の⽅は、児童⼿当の⽀給に要する費⽤等として⼦ども・⼦育て拠出⾦を全額負担いただくこ
 とになります。

※平成29年4⽉から、⼦ども・⼦育て拠出⾦率が1,000分の2.3（0.23%）に改定されました。
〇賞与に係る保険料について
  賞与に係る保険料額を算出する場合は、上記の「保険料額表」は使⽤できません。

※平成２９年９⽉分（１０⽉納付分）から、⼀般の被保険者と坑内員の被保険者の⽅の厚⽣年⾦保険料率が同率となりました。

 ②被保険者が、被保険者負担分を事業主の⽅に現⾦で⽀払う場合

 ある場合は、その端数を切り捨てた額になります。

  この⼦ども・⼦育て拠出⾦の額は、被保険者個々の厚⽣年⾦保険の標準報酬⽉額及び標準賞与額に、拠出⾦率（１０００分の２．３）

〇被保険者が負担する保険料（以下「被保険者負担分」）に円未満の端数がある場合について
 ①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合
  被保険者負担分の端数が、５０銭以下のときはその端数は切り捨てし、５０銭を超える場合は切り上げして１円となります。

  被保険者負担分の端数が、５０銭未満のときはその端数は切り捨てし、５０銭以上のときは切り上げして１円となります。
 ※事業主と被保険者との間で特約がある場合は、その特約に基づき端数処理をすることができます。

○納⼊告知書の保険料額について
  納⼊告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した額になります。ただし、その合算した額に、円未満の端数が



円以上 円未満
1 88,000 〜 93,000 11,968.00 5,984.00
2 98,000 93,000 〜 101,000 13,328.00 6,664.00
3 104,000 101,000 〜 107,000 14,144.00 7,072.00
4 110,000 107,000 〜 114,000 14,960.00 7,480.00
5 118,000 114,000 〜 122,000 16,048.00 8,024.00
6 126,000 122,000 〜 130,000 17,136.00 8,568.00
7 134,000 130,000 〜 138,000 18,224.00 9,112.00
8 142,000 138,000 〜 146,000 19,312.00 9,656.00
9 150,000 146,000 〜 155,000 20,400.00 10,200.00
10 160,000 155,000 〜 165,000 21,760.00 10,880.00
11 170,000 165,000 〜 175,000 23,120.00 11,560.00
12 180,000 175,000 〜 185,000 24,480.00 12,240.00
13 190,000 185,000 〜 195,000 25,840.00 12,920.00
14 200,000 195,000 〜 210,000 27,200.00 13,600.00
15 220,000 210,000 〜 230,000 29,920.00 14,960.00
16 240,000 230,000 〜 250,000 32,640.00 16,320.00
17 260,000 250,000 〜 270,000 35,360.00 17,680.00
18 280,000 270,000 〜 290,000 38,080.00 19,040.00
19 300,000 290,000 〜 310,000 40,800.00 20,400.00
20 320,000 310,000 〜 330,000 43,520.00 21,760.00
21 340,000 330,000 〜 350,000 46,240.00 23,120.00
22 360,000 350,000 〜 370,000 48,960.00 24,480.00
23 380,000 370,000 〜 395,000 51,680.00 25,840.00
24 410,000 395,000 〜 425,000 55,760.00 27,880.00
25 440,000 425,000 〜 455,000 59,840.00 29,920.00
26 470,000 455,000 〜 485,000 63,920.00 31,960.00
27 500,000 485,000 〜 515,000 68,000.00 34,000.00
28 530,000 515,000 〜 545,000 72,080.00 36,040.00
29 560,000 545,000 〜 575,000 76,160.00 38,080.00
30 590,000 575,000 〜 605,000 80,240.00 40,120.00
31 620,000 605,000 〜 84,320.00 42,160.00

○平成29年9⽉分（１0⽉納付分）からの厚⽣年⾦保険料額表
厚⽣年⾦保険料率：平成29年9⽉分 〜 適⽤

【厚⽣年⾦保険】厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⼀般・坑内員の被保険者の⽅

標準報酬
報酬月額

免除保険料率

4.7％

厚⽣年⾦保険料率

13.600％

等級 月額 全額 折半額

(単位:円）

  厚⽣年⾦基⾦に加⼊している⽅の厚⽣年⾦保険料率は、⼀般・坑内員の被保険者の⽅の本来の保険料率である「１8.300％」から
※厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⽅の厚⽣年⾦保険料率について

 を乗じて得た額の総額となります。

 免除保険料率（２.４％〜５.０％）を控除した率となり、加⼊する基⾦ごとに異なります。免除保険料率については、加⼊する
 厚⽣年⾦基⾦にお問い合わせください。

  賞与に係る保険料は、標準賞与額に保険料率を乗じた額となります。（保険料率は、標準報酬⽉額にかかる保険料と同じです。）
  標準賞与額は、各被保険者の賞与額から１，０００円未満の端数を切り捨てた額となっています。
  また、標準賞与額には上限が定められており、厚⽣年⾦保険と⼦ども・⼦育て拠出⾦は１ヶ⽉あたり１５０万円が上限となります。

○⼦ども・⼦育て拠出⾦について
  厚⽣年⾦保険の被保険者を使⽤する事業主の⽅は、児童⼿当の⽀給に要する費⽤等として⼦ども・⼦育て拠出⾦を全額負担いただくこ
 とになります。

※平成29年4⽉から、⼦ども・⼦育て拠出⾦率が1,000分の2.3（0.23%）に改定されました。
〇賞与に係る保険料について
  賞与に係る保険料額を算出する場合は、上記の「保険料額表」は使⽤できません。

※平成２９年９⽉分（１０⽉納付分）から、⼀般の被保険者と坑内員の被保険者の⽅の厚⽣年⾦保険料率が同率となりました。

 ②被保険者が、被保険者負担分を事業主の⽅に現⾦で⽀払う場合

 ある場合は、その端数を切り捨てた額になります。

  この⼦ども・⼦育て拠出⾦の額は、被保険者個々の厚⽣年⾦保険の標準報酬⽉額及び標準賞与額に、拠出⾦率（１０００分の２．３）

〇被保険者が負担する保険料（以下「被保険者負担分」）に円未満の端数がある場合について
 ①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合
  被保険者負担分の端数が、５０銭以下のときはその端数は切り捨てし、５０銭を超える場合は切り上げして１円となります。

  被保険者負担分の端数が、５０銭未満のときはその端数は切り捨てし、５０銭以上のときは切り上げして１円となります。
 ※事業主と被保険者との間で特約がある場合は、その特約に基づき端数処理をすることができます。

○納⼊告知書の保険料額について
  納⼊告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した額になります。ただし、その合算した額に、円未満の端数が



円以上 円未満
1 88,000 〜 93,000 11,880.00 5,940.00
2 98,000 93,000 〜 101,000 13,230.00 6,615.00
3 104,000 101,000 〜 107,000 14,040.00 7,020.00
4 110,000 107,000 〜 114,000 14,850.00 7,425.00
5 118,000 114,000 〜 122,000 15,930.00 7,965.00
6 126,000 122,000 〜 130,000 17,010.00 8,505.00
7 134,000 130,000 〜 138,000 18,090.00 9,045.00
8 142,000 138,000 〜 146,000 19,170.00 9,585.00
9 150,000 146,000 〜 155,000 20,250.00 10,125.00
10 160,000 155,000 〜 165,000 21,600.00 10,800.00
11 170,000 165,000 〜 175,000 22,950.00 11,475.00
12 180,000 175,000 〜 185,000 24,300.00 12,150.00
13 190,000 185,000 〜 195,000 25,650.00 12,825.00
14 200,000 195,000 〜 210,000 27,000.00 13,500.00
15 220,000 210,000 〜 230,000 29,700.00 14,850.00
16 240,000 230,000 〜 250,000 32,400.00 16,200.00
17 260,000 250,000 〜 270,000 35,100.00 17,550.00
18 280,000 270,000 〜 290,000 37,800.00 18,900.00
19 300,000 290,000 〜 310,000 40,500.00 20,250.00
20 320,000 310,000 〜 330,000 43,200.00 21,600.00
21 340,000 330,000 〜 350,000 45,900.00 22,950.00
22 360,000 350,000 〜 370,000 48,600.00 24,300.00
23 380,000 370,000 〜 395,000 51,300.00 25,650.00
24 410,000 395,000 〜 425,000 55,350.00 27,675.00
25 440,000 425,000 〜 455,000 59,400.00 29,700.00
26 470,000 455,000 〜 485,000 63,450.00 31,725.00
27 500,000 485,000 〜 515,000 67,500.00 33,750.00
28 530,000 515,000 〜 545,000 71,550.00 35,775.00
29 560,000 545,000 〜 575,000 75,600.00 37,800.00
30 590,000 575,000 〜 605,000 79,650.00 39,825.00
31 620,000 605,000 〜 83,700.00 41,850.00

○平成29年9⽉分（１0⽉納付分）からの厚⽣年⾦保険料額表
厚⽣年⾦保険料率：平成29年9⽉分 〜 適⽤

【厚⽣年⾦保険】厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⼀般・坑内員の被保険者の⽅

標準報酬
報酬月額

免除保険料率

4.8％

厚⽣年⾦保険料率

13.500％

等級 月額 全額 折半額

(単位:円）

  厚⽣年⾦基⾦に加⼊している⽅の厚⽣年⾦保険料率は、⼀般・坑内員の被保険者の⽅の本来の保険料率である「１8.300％」から
※厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⽅の厚⽣年⾦保険料率について

 を乗じて得た額の総額となります。

 免除保険料率（２.４％〜５.０％）を控除した率となり、加⼊する基⾦ごとに異なります。免除保険料率については、加⼊する
 厚⽣年⾦基⾦にお問い合わせください。

  賞与に係る保険料は、標準賞与額に保険料率を乗じた額となります。（保険料率は、標準報酬⽉額にかかる保険料と同じです。）
  標準賞与額は、各被保険者の賞与額から１，０００円未満の端数を切り捨てた額となっています。
  また、標準賞与額には上限が定められており、厚⽣年⾦保険と⼦ども・⼦育て拠出⾦は１ヶ⽉あたり１５０万円が上限となります。

○⼦ども・⼦育て拠出⾦について
  厚⽣年⾦保険の被保険者を使⽤する事業主の⽅は、児童⼿当の⽀給に要する費⽤等として⼦ども・⼦育て拠出⾦を全額負担いただくこ
 とになります。

※平成29年4⽉から、⼦ども・⼦育て拠出⾦率が1,000分の2.3（0.23%）に改定されました。
〇賞与に係る保険料について
  賞与に係る保険料額を算出する場合は、上記の「保険料額表」は使⽤できません。

※平成２９年９⽉分（１０⽉納付分）から、⼀般の被保険者と坑内員の被保険者の⽅の厚⽣年⾦保険料率が同率となりました。

 ②被保険者が、被保険者負担分を事業主の⽅に現⾦で⽀払う場合

 ある場合は、その端数を切り捨てた額になります。

  この⼦ども・⼦育て拠出⾦の額は、被保険者個々の厚⽣年⾦保険の標準報酬⽉額及び標準賞与額に、拠出⾦率（１０００分の２．３）

〇被保険者が負担する保険料（以下「被保険者負担分」）に円未満の端数がある場合について
 ①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合
  被保険者負担分の端数が、５０銭以下のときはその端数は切り捨てし、５０銭を超える場合は切り上げして１円となります。

  被保険者負担分の端数が、５０銭未満のときはその端数は切り捨てし、５０銭以上のときは切り上げして１円となります。
 ※事業主と被保険者との間で特約がある場合は、その特約に基づき端数処理をすることができます。

○納⼊告知書の保険料額について
  納⼊告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した額になります。ただし、その合算した額に、円未満の端数が



円以上 円未満
1 88,000 〜 93,000 11,792.00 5,896.00
2 98,000 93,000 〜 101,000 13,132.00 6,566.00
3 104,000 101,000 〜 107,000 13,936.00 6,968.00
4 110,000 107,000 〜 114,000 14,740.00 7,370.00
5 118,000 114,000 〜 122,000 15,812.00 7,906.00
6 126,000 122,000 〜 130,000 16,884.00 8,442.00
7 134,000 130,000 〜 138,000 17,956.00 8,978.00
8 142,000 138,000 〜 146,000 19,028.00 9,514.00
9 150,000 146,000 〜 155,000 20,100.00 10,050.00
10 160,000 155,000 〜 165,000 21,440.00 10,720.00
11 170,000 165,000 〜 175,000 22,780.00 11,390.00
12 180,000 175,000 〜 185,000 24,120.00 12,060.00
13 190,000 185,000 〜 195,000 25,460.00 12,730.00
14 200,000 195,000 〜 210,000 26,800.00 13,400.00
15 220,000 210,000 〜 230,000 29,480.00 14,740.00
16 240,000 230,000 〜 250,000 32,160.00 16,080.00
17 260,000 250,000 〜 270,000 34,840.00 17,420.00
18 280,000 270,000 〜 290,000 37,520.00 18,760.00
19 300,000 290,000 〜 310,000 40,200.00 20,100.00
20 320,000 310,000 〜 330,000 42,880.00 21,440.00
21 340,000 330,000 〜 350,000 45,560.00 22,780.00
22 360,000 350,000 〜 370,000 48,240.00 24,120.00
23 380,000 370,000 〜 395,000 50,920.00 25,460.00
24 410,000 395,000 〜 425,000 54,940.00 27,470.00
25 440,000 425,000 〜 455,000 58,960.00 29,480.00
26 470,000 455,000 〜 485,000 62,980.00 31,490.00
27 500,000 485,000 〜 515,000 67,000.00 33,500.00
28 530,000 515,000 〜 545,000 71,020.00 35,510.00
29 560,000 545,000 〜 575,000 75,040.00 37,520.00
30 590,000 575,000 〜 605,000 79,060.00 39,530.00
31 620,000 605,000 〜 83,080.00 41,540.00

○平成29年9⽉分（１0⽉納付分）からの厚⽣年⾦保険料額表
厚⽣年⾦保険料率：平成29年9⽉分 〜 適⽤

【厚⽣年⾦保険】厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⼀般・坑内員の被保険者の⽅

標準報酬
報酬月額

免除保険料率

4.9％

厚⽣年⾦保険料率

13.400％

等級 月額 全額 折半額

(単位:円）

  厚⽣年⾦基⾦に加⼊している⽅の厚⽣年⾦保険料率は、⼀般・坑内員の被保険者の⽅の本来の保険料率である「１8.300％」から
※厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⽅の厚⽣年⾦保険料率について

 を乗じて得た額の総額となります。

 免除保険料率（２.４％〜５.０％）を控除した率となり、加⼊する基⾦ごとに異なります。免除保険料率については、加⼊する
 厚⽣年⾦基⾦にお問い合わせください。

  賞与に係る保険料は、標準賞与額に保険料率を乗じた額となります。（保険料率は、標準報酬⽉額にかかる保険料と同じです。）
  標準賞与額は、各被保険者の賞与額から１，０００円未満の端数を切り捨てた額となっています。
  また、標準賞与額には上限が定められており、厚⽣年⾦保険と⼦ども・⼦育て拠出⾦は１ヶ⽉あたり１５０万円が上限となります。

○⼦ども・⼦育て拠出⾦について
  厚⽣年⾦保険の被保険者を使⽤する事業主の⽅は、児童⼿当の⽀給に要する費⽤等として⼦ども・⼦育て拠出⾦を全額負担いただくこ
 とになります。

※平成29年4⽉から、⼦ども・⼦育て拠出⾦率が1,000分の2.3（0.23%）に改定されました。
〇賞与に係る保険料について
  賞与に係る保険料額を算出する場合は、上記の「保険料額表」は使⽤できません。

※平成２９年９⽉分（１０⽉納付分）から、⼀般の被保険者と坑内員の被保険者の⽅の厚⽣年⾦保険料率が同率となりました。

 ②被保険者が、被保険者負担分を事業主の⽅に現⾦で⽀払う場合

 ある場合は、その端数を切り捨てた額になります。

  この⼦ども・⼦育て拠出⾦の額は、被保険者個々の厚⽣年⾦保険の標準報酬⽉額及び標準賞与額に、拠出⾦率（１０００分の２．３）

〇被保険者が負担する保険料（以下「被保険者負担分」）に円未満の端数がある場合について
 ①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合
  被保険者負担分の端数が、５０銭以下のときはその端数は切り捨てし、５０銭を超える場合は切り上げして１円となります。

  被保険者負担分の端数が、５０銭未満のときはその端数は切り捨てし、５０銭以上のときは切り上げして１円となります。
 ※事業主と被保険者との間で特約がある場合は、その特約に基づき端数処理をすることができます。

○納⼊告知書の保険料額について
  納⼊告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した額になります。ただし、その合算した額に、円未満の端数が



円以上 円未満
1 88,000 〜 93,000 11,704.00 5,852.00
2 98,000 93,000 〜 101,000 13,034.00 6,517.00
3 104,000 101,000 〜 107,000 13,832.00 6,916.00
4 110,000 107,000 〜 114,000 14,630.00 7,315.00
5 118,000 114,000 〜 122,000 15,694.00 7,847.00
6 126,000 122,000 〜 130,000 16,758.00 8,379.00
7 134,000 130,000 〜 138,000 17,822.00 8,911.00
8 142,000 138,000 〜 146,000 18,886.00 9,443.00
9 150,000 146,000 〜 155,000 19,950.00 9,975.00
10 160,000 155,000 〜 165,000 21,280.00 10,640.00
11 170,000 165,000 〜 175,000 22,610.00 11,305.00
12 180,000 175,000 〜 185,000 23,940.00 11,970.00
13 190,000 185,000 〜 195,000 25,270.00 12,635.00
14 200,000 195,000 〜 210,000 26,600.00 13,300.00
15 220,000 210,000 〜 230,000 29,260.00 14,630.00
16 240,000 230,000 〜 250,000 31,920.00 15,960.00
17 260,000 250,000 〜 270,000 34,580.00 17,290.00
18 280,000 270,000 〜 290,000 37,240.00 18,620.00
19 300,000 290,000 〜 310,000 39,900.00 19,950.00
20 320,000 310,000 〜 330,000 42,560.00 21,280.00
21 340,000 330,000 〜 350,000 45,220.00 22,610.00
22 360,000 350,000 〜 370,000 47,880.00 23,940.00
23 380,000 370,000 〜 395,000 50,540.00 25,270.00
24 410,000 395,000 〜 425,000 54,530.00 27,265.00
25 440,000 425,000 〜 455,000 58,520.00 29,260.00
26 470,000 455,000 〜 485,000 62,510.00 31,255.00
27 500,000 485,000 〜 515,000 66,500.00 33,250.00
28 530,000 515,000 〜 545,000 70,490.00 35,245.00
29 560,000 545,000 〜 575,000 74,480.00 37,240.00
30 590,000 575,000 〜 605,000 78,470.00 39,235.00
31 620,000 605,000 〜 82,460.00 41,230.00

○平成29年9⽉分（１0⽉納付分）からの厚⽣年⾦保険料額表
厚⽣年⾦保険料率：平成29年9⽉分 〜 適⽤

【厚⽣年⾦保険】厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⼀般・坑内員の被保険者の⽅

標準報酬
報酬月額

免除保険料率

5.0％

厚⽣年⾦保険料率

13.300％

等級 月額 全額 折半額

(単位:円）

  厚⽣年⾦基⾦に加⼊している⽅の厚⽣年⾦保険料率は、⼀般・坑内員の被保険者の⽅の本来の保険料率である「１8.300％」から
※厚⽣年⾦基⾦に加⼊する⽅の厚⽣年⾦保険料率について

 を乗じて得た額の総額となります。

 免除保険料率（２.４％〜５.０％）を控除した率となり、加⼊する基⾦ごとに異なります。免除保険料率については、加⼊する
 厚⽣年⾦基⾦にお問い合わせください。

  賞与に係る保険料は、標準賞与額に保険料率を乗じた額となります。（保険料率は、標準報酬⽉額にかかる保険料と同じです。）
  標準賞与額は、各被保険者の賞与額から１，０００円未満の端数を切り捨てた額となっています。
  また、標準賞与額には上限が定められており、厚⽣年⾦保険と⼦ども・⼦育て拠出⾦は１ヶ⽉あたり１５０万円が上限となります。

○⼦ども・⼦育て拠出⾦について
  厚⽣年⾦保険の被保険者を使⽤する事業主の⽅は、児童⼿当の⽀給に要する費⽤等として⼦ども・⼦育て拠出⾦を全額負担いただくこ
 とになります。

※平成29年4⽉から、⼦ども・⼦育て拠出⾦率が1,000分の2.3（0.23%）に改定されました。
〇賞与に係る保険料について
  賞与に係る保険料額を算出する場合は、上記の「保険料額表」は使⽤できません。

※平成２９年９⽉分（１０⽉納付分）から、⼀般の被保険者と坑内員の被保険者の⽅の厚⽣年⾦保険料率が同率となりました。

 ②被保険者が、被保険者負担分を事業主の⽅に現⾦で⽀払う場合

 ある場合は、その端数を切り捨てた額になります。

  この⼦ども・⼦育て拠出⾦の額は、被保険者個々の厚⽣年⾦保険の標準報酬⽉額及び標準賞与額に、拠出⾦率（１０００分の２．３）

〇被保険者が負担する保険料（以下「被保険者負担分」）に円未満の端数がある場合について
 ①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合
  被保険者負担分の端数が、５０銭以下のときはその端数は切り捨てし、５０銭を超える場合は切り上げして１円となります。

  被保険者負担分の端数が、５０銭未満のときはその端数は切り捨てし、５０銭以上のときは切り上げして１円となります。
 ※事業主と被保険者との間で特約がある場合は、その特約に基づき端数処理をすることができます。

○納⼊告知書の保険料額について
  納⼊告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した額になります。ただし、その合算した額に、円未満の端数が
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